
 

 

 

一戸町総合計画後期基本計画 

令和５（2023）年度～令和８（2026）年度 

令和６年度　評価実績報告書 

 



はじめに　～　町民の皆さんへ　～ 

 

　一戸町では、平成 31（2019）年３月に、今後８年間を計画期間とする新しい総合計画「第６次一戸町

総合計画」を策定し、およそ 30 年後に実現していたい３つの理念「みんなが生き生きと繋がって賑わ

いをつくり出しているまち」、「みんなが自然や文化がもつ魅力を引き出しているまち」、「みんなが安心

でき、これからも暮らし続けたいと思うまち」の達成に向け取組を進めています。 

　この報告書は、後期基本計画の計画期間にあたる令和５年度から令和８年度に町はどのように取り組

み、どういう成果があったのかを、町民の皆さんにお伝えすることを目的に作成するものです。 

　町では、取組状況を毎年度評価することによって、遅れが生じている分野や新たな課題の把握に努め、

計画や施策に反映しております。また、報告書の作成プロセスや、評価の基準などの詳細については下

記の資料のとおりとなっております。 

　この報告書が町民の皆さんにとって当町の政策について考えていただくための資料となり、町政に対

する御意見をいただく契機となれば幸いです。 

 

令和７年９月 

一戸町長　小野寺　美　登 
 
○　報告書の作成について 

１　対象期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

２　策定スケジュール 

 

３　数値目標の主な評価基準 

 

 ５月７日 

５月 30日 

 

８月 18日 

８月 26日 

９月２日 

９月２日 

９月４日

各担当課による評価実施の依頼 

各担当課による報告 

庁内ヒアリング、部長級協議、町長説明 

諮問案の完成 

総合計画審議会への諮問 

総合計画審議会による答申 

一戸町総合計画前期基本計画評価・実績報告書の策定 

議会への説明及び公表

 
目標達成率 100％以上

80％以上 

100％未満

60％以上 

80％未満
60％未満

 
評価

Ａ 

（順調）

Ｂ 

（おおむね順調）

Ｃ 

（やや遅れ）

Ｄ 

（遅れ）



 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

第１章　将来を担う人材を育むまちづくり 〇 〇

第１節　生涯学習社会の構築 〇 〇

第２節　学校教育の充実 〇 〇

第３節　青少年の健全育成 〇 〇

第４節　スポーツの推進 〇 〇

第５節　一戸高校支援の充実 〇 〇

第２章　人が集まり地域が活力にあふれるまちづくり 〇 〇

第１節　町民主役のまちづくりの推進 〇 〇

第２節　関係人口の創出と移住・定住の支援 〇 〇

第３節　多様な活動の場の構築 〇 〇

第３章　産業の振興と仕事の創出を図るまちづくり 〇 〇

第１節　農業の振興 〇 〇

第２節　林業の振興 〇 〇

第３節　商工業の振興 〇 〇

第４節　観光・レクリエーション業の振興 〇 〇

第５節　地場産品の振興 〇 〇

第４章　歴史や文化を活かすまちづくり 〇 〇

第１節　世界遺産「御所野遺跡」を守り伝えるまちづくりの推進 〇 〇

第２節　歴史文化の継承と創造 〇 〇

第５章　元気で健やかに暮らせるまちづくり 〇 〇

第１節　地域福祉の推進 〇 〇

第２節　保健の充実 〇 〇

第３節　子育て支援の充実 〇 〇

第４節　高齢者福祉の充実 〇 〇

第５節　障がい者福祉の充実 〇 〇

第６節　医療体制の確保・充実 〇 〇

第６章　生活しやすい環境が充実するまちづくり 〇 〇

第１節　脱炭素社会の実現と自然環境の保全 〇 〇

第２節　社会基盤施設の整備 〇 〇

第３節　住宅の整備 〇 〇

第４節　環境衛生対策の充実 〇 〇

第５節　広報広聴の充実 〇 〇

第６節　消防・防災体制の充実 〇 〇

第７節　安全安心な生活の実現 〇 〇

数値目標の評価基準

Ａ（順調）：100％以上、Ｂ（おおむね順調）：80％以上100％未満、Ｃ（やや遅れ）：60％以上80％未満、Ｄ（遅れ）：60％未満

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
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全体の評価

 第６次一戸町総合計画後期基本計画（以下、後期基本計画という。）では、６つの基本目標（章）を

定め、この目標に沿って事業を推進し、後期基本計画２年目となる令和６年度の評価は、「Ｂ（おおむ

ね順調）」の章が６つとなりました。また、章内の各数値目標の評価は、「Ａ（順調）」が 26 項目、「Ｂ

（おおむね順調）」が 24項目、「Ｃ（やや遅れ）」が８項目、「Ｄ（遅れ）」が５項目、「評価不能」が２

項目と、Ａ及びＢが全 65 項目の約 76％にあたり、全体の進捗状況はおおむね計画どおりに進んでい

ると考えられます。一方で進捗状況に遅れが見られる節・数値目標もあり、これらについては社会情

勢の変化による影響等も考えられますが、取組における課題を分析し、取組内容の変更や見直しを検

討していく必要があります。 

 

また、本計画では分野横断型で取り組む２つの重点項目を設定し、持続可能なまちづくりを目指し

ています。 

まず、一つ目の重点項目「町の取組に若者や女性の積極的な参加を促すこと」では、５年度に立ち

上げた人口減少対策本部において、若者のＵターン、そして定住を促す施策を検討し、奨学金返還免

除の拡充等の様々な施策を検討したところです。そのほか、中学生が町長や教育長等と意見交換を行

ういちのへ未来会議、高校生を中心とした若者が地域や自分の将来を考え行動を起こす若者地域活性

化アクション支援事業などを引き続き実施し、若者や女性に選ばれる一戸町の実現に向け、取組を推

進しました。 

 

もう一つの重点項目「世界課題である温暖化対策のために、一戸町の資源を活用して脱炭素社会を

目指すこと」では、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）と同計画（区域施策編）の達成に向け、

公共施設への太陽光導入調査を実施し、各施設への導入手法や導入設備等の検討に加え、公共施設の

ＬＥＤ化に着手したところです。脱炭素社会の実現のため、町民・企業を対象とした施策の拡充や更

なる取組の具体化が必要となります。 

 

以上、６年度全体の評価としてはおおむね順調と評価します。一方で、全国的に人口減少が進む中、

一戸町の人口減少も同様に進み、福祉や商工観光業など幅広い分野で人材・後継者不足が生じており、

対策が急務となっています。御所野縄文公園への来場者数も伸び悩み、町全体の観光客数もほぼ横ば

いとなっているため、主要な観光施設を核とした仕組みを構築し、地域経済への波及を生むことが必

要となります。また、５年度に引き続き、海外情勢による物価高騰や人口減少の影響等から、町民の

生活が豊かになったとは言い難い状況となっています。本評価によって、後期基本計画の取組におけ

る効果や課題を明確にし、デジタル技術の活用などの新たな手法も取り入れながら、持続可能なまち

づくりに向け、取組を進めていきます。
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第１章　将来を担う人材を育むまちづくり 

学校の内外で協力しあう学習支援やキャリア教育の充実、生涯学習やスポーツ少年団などの活動を通

じた豊かな人間性とコミュニケーション能力の育成などに取り組み、将来を担う人材を育むまちづくり

を進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　生涯学習社会の構築 

価値観の多様化、地域の連帯感や人間関係の希薄化など社会様相の変化の中にあり、個人の学習ニー

ズへの確実な対応と、ともに学び合う学習を通じ町民の連携を深めるために、町固有の文化や施設など

を活かした学習プログラムの充実を図ります。 

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 Ａ評価項目２、Ｂ評価項目３となり、全体でＢ(おおむね順調)と評価する。 

第１節（生涯学習社会の構築）については、町民の関心に応じたセミナー

のテーマ設定の工夫や特別講座開催により受講者の固定化の解消に努めた

ことで、目標値を大きく上回り、ともに学び合う学習を通じ、町民の連携が

深められた。図書館利用者数についても、図書関連以外の業務充実に努め、

幅広い対象にリーチでき、利用促進が図られた。 

第２節（学校教育の充実）では、各種調査結果をもとに学習や健康面の課

題や、経済面の諸課題の解決に向け、学校や家庭・地域と連携しながら、解

消を図る取組がされ、将来を担う人材の育成に資する活動ができた。 

第３節（青少年の健全育成）では、県立北桜高校からボランティア協力を

得ることができ、引き続き地域と学校の連携を深めることで、様々な人との

交流を通じ、ともに成長する機会となった。　 

第４節（スポーツの推進）では、各種補助等の支援の継続や、町主催事業

の見直しや新規事業の協議を進める中で、スポーツを通じたまちづくりを推

進できた。 

第５節（北桜高校の支援の充実）では、中学生向けのパンフレット作成に

より、高校の魅力理解に繋げることができ、また通学費や資格取得費ほか各

種補助制度により経済的負担の軽減や自主的な学習意欲の醸成が図られた。
 取組方針 「生涯学習社会の構築」については、さらに幅広い世代の受講者や図書館

利用者の拡大を図るため、興味・関心のあるテーマ等の設定に努める。 
「学校教育の充実」では、学習面や健康面､経済面における諸課題の解決に

向け、これまで以上に５者（子ども・家庭・学校・地域・行政）の連携・協

働を深める。 
「青少年の健全育成」では県立北桜高校生への働き掛けを引き続き行い、

地域と学校の連携を深める。 
「スポーツの推進」では、中学校部活動の地域移行、各種団体への支援の

継続と指導者育成に取り組みながら、既存事業の見直しを行い、参加しやす

い事業実施に取り組む。 

「北桜高校の支援の充実」では、高校の更なる魅力向上に加え、企業と連

携した取組の拡充を図る。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
1

町民セミナー受講者延べ

人数
人

目標 420 420 420 420
 実績 728 751
 評価 Ａ Ａ
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①　多彩で特色ある学習プログラムの整備 

各世代における学習ニーズの的確な把握、社会教育講座・教室の充実を核とし多彩で特色ある学

習プログラムを整備するために、環境問題や生命、人権、国際理解、情報化などの現代的課題や、

一戸の自然と文化、産業振興、少子・高齢化、地域の活性化など町の特性や課題をテーマにした学

習機会を提供します。 

 

②　地域における自主的学習の促進と学習団体などの育成 

町内会や自治公民館活動等、地域における自主的な生涯学習活動を支援するために、専門知識を

もった人材を講師として派遣します。 

 

③　図書館の利用促進 

⑴ 　多様な町民のニーズに応えるため、基本となる施設、職員、資料の三要素を充実、レファレ

ンスやリクエストへの対応などのサービスを提供し、図書館の利用を促進します。 

⑵ 　地域課題の解決に寄与するため、各機関・団体との事業連携を強化します。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第２節　学校教育の充実 

　変容する社会を生き抜き、未来を切り拓いていく力を育むために、今までの「学校・家庭・地域」の

横連携に加え、「保・小・中学校教育」の縦連携を大切にしながら、人との関わりの中で子ども一人ひと

りの個性や特性を活かした能力の伸長に取り組みます。また、将来を担う人材を育成するために伝統・

文化を大切にし「知・徳・体」の調和のとれた人間育成に取り組みます。 

 
2

図書館利用者数 

（１日平均来館者数）
人

目標 180 180 180 180
 実績 190 189.4
 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 町民の関心に応じたテーマ設定や、特別講座開催などにより、数値目標を

大きく上回る受講者へ学習機会を提供した。図書館利用者数についても、図

書関連以外の業務充実や外部団体との連携などにより、幅広い対象にリーチ

でき目標を上回る水準を維持した。
 実績 取組方針
 ①様々なテーマでセミナーを開催し、町民

の学習機会を確保した。

①さらに幅広い世代の学習機会となるよう

テーマや開催方法を工夫する。
 ②そよかぜ学級事業で講師派遣等を行い、

各地区での生涯学習活動を支援した（全地

区計 23回）。

②地域における主体的な学習意欲を育むと

ともに、制度を周知する機会を増やし、活用

に向けた相談につなげる。
 ③地域おこし事業や映画会、朗読教室など

図書以外の活動でも参加者が増え、幅広い

対象の利用に繋がった。

③読書バリアフリーへの対応など３要素を

一層充実させ、利用者ニーズに応える施設

を目指す。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
3

授業が「分かる」と答え

た児童生徒の割合 

（小学校）※１

％

目標 75.0 77.0 79.0 80.0
 実績 80.7 79.0
 評価 Ａ Ａ
 

4

授業が「分かる」と答え

た児童生徒の割合 

（中学校）※１

％

目標 80.0 81.0 82.0 82.0
 実績 73.4 84.6
 評価 Ｃ Ａ



4 

※１　県学調：児童生徒質問紙（小学校５年生、中学校２年生）、令和４年度まで実測値 

※２　各校の健康診断結果による 

 

①　幼児教育・義務教育の充実 

⑴ 　生涯にわたる人間形成の基礎を培う就学前幼児期や小学校低学年児童期の教育を充実させ

るために、認定こども園等の保育施設、小学校、家庭が連携して「一の教育」の実践を進めま

す。 

⑵ 　個に応じたきめ細やかな指導を提供するため、小中学校への支援員の配置を継続するととも

に、自主的な学習意欲を高めるために、公営塾や土曜学習の開催、各種検定受検支援を行いま

す。 

⑶ 　ＩＣＴを活用した教育やキャリア教育の推進、外国語教育や環境教育の充実など、社会の変

化に対応できる能力を育む教育の充実を図ります。 

⑷ 　「いちのへ御所野縄文学」を軸にして、郷土について主体的かつ探求的に学ぶことを通して

町の歴史と文化を愛し誇りとする児童生徒を育む教育の充実を図ります。 

⑸ 　道徳教育の充実、ボランティア等の体験活動、文化芸術活動への参加や読書活動の充実など

により、豊かな心を育む教育を推進します。 

⑹ 　健康教育の充実、実践力の養成、個々に応じた基礎体力や運動能力の向上、学校保健・安全

に関わる取組を推進します。 

⑺ 　基本的な生活習慣や生活能力、豊かな情操を養うために、家庭教育の重要性について子ども

を持つ親が再認識し、それぞれの家庭において子どもの教育を確立できるよう、家庭教育に関

する学習の機会を提供します。 

 

②　学校、家庭、地域の連携による「地域とともにある学校」づくりの推進 

⑴ 　学校と家庭・地域が目標を共有し、地域連携・協働の一層の充実を図るために、学校運営協

議会の設置等の体制整備を進めます。 
⑵ 　地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の充実を図ります。 

⑶ 　民生委員・児童委員との連携等を通して家庭や地域社会と一体となった適切な相談や指導に

努め、問題の解消と防止を図ります。 

 

③　特別支援教育の充実 

⑴ 　関係機関と連携し、早期からの就学支援、児童生徒のニーズに応じた学びの場や支援のあり

方の検討を進めます。 

⑵ 　特別支援エリアコーディネーター等との連携のもと「共に学び、共に育つ教育」の推進を図

るとともに、各小中学校における支援を要する児童生徒に対する指導の充実を推進します。 

 

 
5

自己肯定感をもっている

児童生徒の割合 

（小学校）※１

％

目標 88.0 89.0 90.0 90.0
 実績 79.9 81.1
 評価 Ｃ Ｂ
 

6

自己肯定感をもっている

児童生徒の割合 

（中学校）※１

％

目標 72.0 74.0 76.0 76.0
 実績 81.8 87.0
 評価 Ａ Ａ
 

7 小学校肥満率※２ ％

目標 14.50 14.00 13.50 13.00
 実績 17.29 14.72
 評価 Ｃ Ｂ
 

8 中学校肥満率※２ ％

目標 13.00 12.50 12.00 11.50
 実績 14.10 11.43
 評価 Ｃ Ａ
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④　小中学校の教育環境の整備充実 

⑴ 　長寿命化計画に基づき、小中学校の各施設・設備の効率的な整備充実を図ります。 

⑵ 　新しい教育内容に即したＩＣＴ機器を含む教材・教具の整備充実を図ります。 

⑶ 　各校の教職員が教育活動を推進しやすいよう環境整備を図ります。 

 

⑤　学校給食の充実 

⑴ 　食を通じた地域理解を進め、また、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるた

めに、食育の学習の場となる学校給食の充実を図ります。 

⑵ 　衛生管理を徹底するとともに、地産地消の促進を図り、栄養バランスのとれた安全でおいし

い給食の提供を行います。 

 

⑥　教育に関わる経済的負担の軽減、就学援助・通学対策等の充実 

⑴ 　経済的に就学困難な児童・生徒に対して、就学援助費の支給や給付型奨学金を含む育英制度

を活用して就学を援助し、人材の育成・確保を図ります。 

⑵ 　公共交通を利用した通学への支援や最適な交通手段の確保など、総合的な通学対策を推進し

ます。 

⑶ 　心と体の成長や、仲間づくり等が期待される部活動に参加しやすい環境づくりを進めるため

に、活動に対する支援方法を検討します。 

 

⑦　教職員の資質の向上 

　「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に基づいた教職員の研修や研究活動を奨励・

支援します。 

 

⑧　いじめ、不登校等への対応の充実 

⑴ 　いじめや不登校など、多様化、複雑化する問題行動に対応するために、家庭や地域、警察や

福祉部局等関係機関との連携、協力のもと、実態把握や解決支援にあたります。 

⑵  　県で配置しているスクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

の活用等により、児童生徒一人ひとりに寄り添った支援と問題の早期解決を図ります。 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 「保・小教育」の縦連携のために作成した、「一戸町架け橋期カリキュラム」

の実践から幼児教育と小学校教育との連携が図られた。さらに将来を担う人

材の育成を目的とした「いちのへ御所野縄文学」により、児童生徒は郷土に

ついての主体的かつ探究的な学びを深めることができた。「学校・家庭・地域」

の横連携では、各校の学校運営協議会を中心として、教育目標の共有と、地

域連携・協働の充実に努めた。 

　児童生徒及び保護者のニーズに応じた就学支援を、関係機関と連携して推

進した。安全な学習環境の整備を行い、さらに、ＩＣＴ教育の支援員や学力

向上支援員を配置し、教職員の教育活動の環境整備に取り組んだ。また、ア

レルギー疾患対応指針を改訂し、現状に則した内容に改めた。 

児童生徒に対する経済的支援として、就学援助費支給、奨学金貸与、各種

大会等出場費補助の円滑な支給を継続した。 

　教職員の資質向上のための各種研修を実施し、多様化する問題行動に対応

するため関係機関との連携・協力のもと、実態把握や解決支援策を講じた。
 実績 取組方針
 ①学力調査の結果を活用して授業改善を図

った。新たに課題となった点を各校へ周知

し、更なる改善に取り組んでいる。 

①各教科における資質・能力の育成に向け

て、児童生徒に有効な手立てを講じられる

よう、各校の授業づくりの相談や校内研究
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 「一戸町架け橋期カリキュラム」を各

校・各園で実施し、乳幼児期で大切にしたい

ことを保護者や地域へ発信するなど、幼児

教育を推進した。 

「いちのへ御所野縄文学」では、各小学校

の実践を発表し、郷土についての主体的か

つ探求的な学びへの理解を深めた。 

ＩＣＴの効果的な活用を図るため、町内

校長会による県外視察研修を実施した。

会等での助言を行う。 

いちのへまちステップアッププランの具

現化、幼児教育の推進、御所野縄文学の推進

の３つの柱を中心に特色ある学校づくりを

継続する。 

「いちのへ御所野縄文学」について、特色

ある取組ができるよう研修を行い、町の歴

史と文化を愛し誇りとする児童生徒を育む

教育の充実を図る。 

ＩＣＴの効果的な活用を図るため、先進

的な実践について学ぶ研修を実施する。
 ②学校運営協議会が各学校に設置され、学

校と家庭・地域が目標を共有し、地域連携・

協働の体制が整った。

②統廃合による学校運営協議会の再編を完

了し、新たに学校と家庭・地域が目標を共有

し、地域連携・協働の一層の充実を図るため

に、学校運営協議会を計画に沿って定期的

に運営する。
 ③関係機関と教育支援会議を実施し、早期

からの就学支援、児童生徒のニーズに応じ

た学びの場や支援のあり方の検討を進め

た。 

　また、岩手県立盛岡みたけ支援学校奥中

山校のコーディネーターとも連携し、個々

の支援について様々な助言を受けながら支

援を進めた。

③教育支援会議を実施し、早期からの就学

支援、児童生徒及び保護者のニーズに応じ

た学びの場や支援のあり方を検討する。 

　各校の特別支援教育コーディネーターが

中心となり、各機関と連携・情報共有するこ

とでより充実した支援を図る。

 ④安全な学習環境を整えるため、小中学校

７校全てにおいて要望のあった営繕工事を

行った。 

地域活性化企業人を活用して配置した支

援員によるＩＣＴ機器の使用に関する支援

や、委託業者による機器のトラブル対応に

より、教職員が円滑に教育を進められる現

場を構築した。 

学力向上支援員、スクールカウンセラー

等のスタッフを配置し、教職員の教育活動

推進に取り組んだ。

④必要な施設の維持管理に係る各種修繕等

を計画的に行い、安全な学習環境の整備を

図る。また、大規模な修繕については、町長

部局と協議を行いながら、優先順位を付け

て対応する。 

計画的にコンピュータや電子黒板などの

ＩＣＴ機器の整備を進め、児童生徒及び教

職員用の学習用端末を更新し、授業におい

て有効活用できる環境づくりを継続する。 

　６年度に策定した町の教職員働き方改革

プランに基づき、引き続き教職員の負担軽

減を踏まえた環境整備に取り組む。
 ⑤安全でおいしい給食を提供するため、業

務委託先等と連携を図り、取組を実施した。 

アレルギー疾患対応指針を改訂し、現状

に則した内容に改めた。 

地産地消について、町内にある福祉施設

「カナン牧場」のパンを月１回提供した。 

施設等更新計画に基づき、蒸気式回転釜

の更新を行った。 

コンテナ室及び下処理室にエアコンを設

置し、環境改善を図った。

⑤安全でおいしい給食の提供に向けた取組

を継続する。また、８年度からの調理委託に

ついて、更新作業を行う。 

６年度から導入したカナン牧場のパンに

ついて、地元企業を活用するため提供回数

を増やす。

 ⑥要保護、準要保護児童生徒就学援助費を

対象者67人に対し支給し、就学を援助した。

また、奨学金については一戸町育英会奨学

⑥経済的理由により就学が困難と認められ 

る児童生徒の保護者、アレルギーにより完 

全弁当対応となる保護者に対して必要な援 
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第３節　青少年の健全育成 

　青少年は、様々な活動を通して連帯性・協調性・責任感を養い、良好な人間関係を育んでいきます。

青少年の健全育成にあたっては、友達や親子、地域住民など、様々な人との交流を通し、ともに成長し

ていくことが大切であるために、行事の活性化及びボランティアとして参加した中高生の主体性の向上

などを図ります。 

 

①　活動支援の人材養成 

　活動支援や地域活動に関わる人材の養成を図るために、研修会等を開催します。 

 

②　子ども行事の活性化 

　地域の連帯意識を育て、学年が異なる子どもが校外における様々な遊びを通じ、健やかに成長す

ることを目的に、子ども会あるいは子ども個人が参加しやすい行事のあり方を検討します。 

【評価及び今後の取組方針】 

 生８人に対し合計 4,380 千円の貸付、田村

清蔵記念奨学基金奨学生 10 人に対し合計

1,800 千円の給付を実施した。 

遠距離通学費補助の小中学生対象者 116

人に対し支給し、経済的負担の軽減を図っ

た。 

県大会以上の大会に出場する児童生徒の

交通費等の一部を補助し、大会での活躍を

支援した。

助を行う。 

在学及び次年度新規奨学生に対し、就学

援助を継続する。 

遠距離から通学する町内小中学校の児

童・生徒に対して、通学費を補助し、経済的

負担の軽減を図る。 

県大会以上の大会への児童生徒の出場に

対して、交通費、宿泊費、大会参加費等の一

部を補助する。
 ⑦「校長及び教員としての資質の向上に関

する指標」に基づいた教職員の各種研修を

定期的に実施した。研究活動に関しては、予

算を組み奨励・支援を行った。

⑦求められる教員としての資質・能力向上

のため、初任者研修や学力向上推進委員会

を開催し、指導力や児童生徒理解の向上を

図る。
 ⑧いじめ事案や不登校等に対応するため、

家庭や地域、警察や福祉部局等関係機関と

の連携・協力のもと、支援会議を開催し、実

態把握や解決支援策を講じた。 

　スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクール

ソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を積極的に活

用し、児童生徒一人ひとりに寄り添った支

援と問題の解決を図った。

⑧いじめや不登校の未然防止のため、「魅力

ある学校づくり」を推進する。 

　いじめ事案や不登校等への対応に関して

は、家庭や地域、警察や福祉部局等関係機関

との連携・協力を図る。 

　ＳＣやＳＳＷの積極的な活用を図り、児

童生徒及び保護者への支援を充実させる。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
9

町等の主催事業への中高

生ボランティア参加者延

べ人数

人

目標 30 33 36 40
 実績 59 25

 評価 Ａ Ｃ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 子ども会行事の見直しを行い、より参加しやすいイベントの開催に努め

た。子ども会をはじめとした町主催の事業に県立北桜高校からのボランティ

ア協力により、安全で円滑な運営が実現したほか、地域と学校との連携を深

めることができた。
 実績 取組方針
 ①中止となった子ども会イベントがあった ②県立北桜高校と連携し、高校生ボランテ
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第４節　スポーツの推進 

　スポーツを通じて心身が健康で活力に満ちた町となり、また、町内外住民・団体の交流の機会とする

ために、総合運動公園など体育施設を積極的に活用した、障がいの有無にかかわらない誰もが気軽に参

加できる教室や大会等の開催や、交流事業の創出を図り、そして将来にわたりスポーツ種目が維持され

るように、指導者の育成を行います。 

 

①　スポーツ団体の育成及び指導者の確保 

　各種スポーツにおける団体の維持と競技力の向上、また、指導者確保や育成を図るために、各種

研修会等への参加を支援しながら、若年層の競技継続を促します。また、競技力向上に関しては、

遠征ほか日常のトレーニングに対する支援を検討し、スポーツ推進によるまちづくりを目指します。 

町技であるなぎなた競技についても、継続して活動を支援していきます。 

 

②　スポーツ・レクリエーション実践活動の促進 

　それぞれの志向・レベルに合わせた体力づくりによる町民の健康増進を図るために、総合型地域

スポーツクラブの活動や、町等が主催する各種大会や教室・講習会・行事などへの参加を促進しま

す。 

また、障がいを持った方も参加し易い大会や教室を開催していきます。 

 

③　スポーツ交流の推進 

　スポーツにおける町ブランドの確立を目指すために、スポーツを通じた町内外との交流活動の推

進と、総合運動公園や武道場への大学高校等の合宿誘致により、地元競技団体との交流と競技力向

上を図ります。 

 

④　スポーツ施設の整備 

　総合運動公園や武道場など体育施設の適切な維持管理を進め、競技技術の向上に寄与する環境づ

くりを行います。 
【評価及び今後の取組方針】 

 ことで目標人数には届かなかったが、ジュ

ニアリーダー研修会に参加した生徒を中心

に、県立北桜高校生の積極的なボランティ

ア協力を得られた。

ィア協力が得られるよう、引き続き周知を

行う。

 ②これまで上級生を対象に開催してきた子

ども会研修会の内容を大幅に見直し、全学

年対象の１泊２日で、野外活動や創作活動

を行った。

②町子ども会連合会は解散したが、青少年

育成事業は教育委員会が継続し、より充実

したイベントの開催に努める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
10 体育協会種目別協会数 団体

目標 20 20 20 20
 実績 20 20
 評価 Ａ Ａ
 

11 スポーツ少年団団体数 団体

目標 ９ ９ ９ ９
 実績 ９ ９
 評価 Ａ Ａ
 

12
教委主催大会参加延べ人

数
人

目標 2,000 2,500 2,500 2,500
 実績 1,449 1,606
 評価 Ｃ Ｃ
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第５節　一戸（北桜）高校支援の充実 

　一戸高校、そして統合後の北桜高校が二戸学区の多くの中学生に選ばれ、そして在学する生徒が充実

した学校生活を送り、希望する進路を実現できるように、高校の魅力づくりとしてこれまで行ってきた

各種支援制度を検証し、統合後の支援のあり方について、工業学科校舎が設置される二戸市との連携を

踏まえ検討するとともに、企業・高校・行政連携に基づく教育体制を整えます。 

※１　６年度以降は、北桜高校の入学者数 

 

①　特色ある活動に対する支援 

　なぎなたをはじめ優秀な成績を収めた部活動への支援や、華一など生徒の自主的な活動のほか、

国際交流派遣研修や先進地福祉施策研修など教育振興に係る取組を支援し、また、小中学校で行わ

れる地域学習等の継続を促しながら、総合学科の魅力づくりに繋げます。 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 スポーツ団体の育成については、各種補助等の支援を継続し、団体数を維

持できた。また、町主催スポーツ大会の見直しに向けた協議を進めるととも

に、新規事業の実施に向け具体案の作成など準備を進めた。さらに、体育館

の改修を行うなど、スポーツ施設の適切な維持管理により施設利用者の満足

度向上、競技力向上に寄与する環境づくりを図った。
 実績 取組方針
 ①各種スポーツ団体の運営費や大会参加に

係る経費の補助を継続し、団体数を維持し

た。指導者育成事業については、７年度から

の実施に向け、スポーツ少年団本部との協

議を進めた。

①各種スポーツ団体への支援を継続し、競

技力の向上を図る。指導者育成については、

関係団体と連携し研修会等を実施する。

 ②既存事業の見直しと新規事業実施に向

け、町スポーツ推進委員等の関係団体と意

見交換を行った。障がい者スポーツの促進

については、関係機関と連携し、障がいがあ

る人とスポーツ推進委員との交流事業を継

続し開催した。

②既存事業は、内容を見直しながら継続実

施する。新規事業により、町民がスポーツを

体験する機会を増やし、健康増進、交流促進

が図られるよう、関係団体と連携し実施す

る。障がい者のスポーツ交流事業について

は継続実施する。
 ③合宿誘致について、６年度も奥中山高原

㈱に合宿者向け宿泊プランを提供いただ

き、岩手県が主催する相談会に臨んだが、新

規団体の確保には至らなかった。 

　一方奥中山高原スキー場及び各施設にあ

っては、地元小学校と近隣市町の小中高校

に加え、青森県三戸八戸地域の高等学校に

よるスキー教室の受入が増加した。

③宿泊施設の少なさから合宿誘致に不利な

状況ではあるが、相談会への参加を継続し、

総合運動公園をはじめとするスポーツ施設

の魅力を発信することで新規団体の確保に

努める。

 ④助成金を活用し一戸地区センター体育館

の改修を行った（照明のＬＥＤ化、防球ネッ

トの更新・新設、女子トイレ洋式化）。

④７年度は、一戸町総合運動公園屋内ゲー

トボール場の改修を行う。その他スポーツ

施設についても安全に利用できるよう維持

管理に努める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
13 入学者数※１ 人

目標 80 140 140 140
 実績 66 97
 評価 Ｂ Ｃ
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②　支援体制の充実 

　生徒の多様な進路が実現され、特にも地元就職を希望する生徒に対しては、地元企業の紹介や実

践的な学習の場の提供など、企業・高校・行政の連携による支援を行います。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 県立北桜高校の魅力を地元中学生に分かりやすく伝える紹介パンフレッ

トの作成を補助し、入学説明会で活用するなど入学者の確保に努めた。各種

補助や支援を通じ高校の魅力向上を図ることができた。
 実績 取組方針
 ①統合新設となった県立北桜高校の魅力を

紹介する学校紹介パンフレット作成に要す

る費用を補助し、主に二戸学区の中学生へ

の周知を支援した。

①生徒が地域で活躍する場づくりを進め地

元に愛される学校づくりにより、中学生に

選ばれるよう情報発信を支援する。

 ②若者地域活性化アクション支援事業の一

環として「総合的な探求の時間」において、

９チームに対して伴走支援を行い、教師・生

徒・地元をつなぎ、生徒がやりたいことを見

つけ、実践する一連の過程をサポートした。 

岩手県立北桜高校地域産業教育連携協議

会（北桜高校ＣＴＡ）を設立し、企業個別説

明会と検定等取得費用への助成を行い、学

校と地域の事業者の連携強化と、生徒の修

学奨励、人材育成を支援した。 

ＩＧＲいわて銀河鉄道及び通学バスの定

期券購入額補助や国公立大学入学金補助を

行い、生徒の修学、進学を支援した。

②生徒が地域の魅力や課題を発見し、魅力

発信、課題解決できるようサポートを行う。　

また、県立北桜高校と二戸地域の事業者及

び産業との連携を密にし、学校における教

育に対する支援その他の事業を行う。入学

者数維持及び生徒の多様な進路実現のた

め、補助を継続する。 
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第２章　人が集まり地域が活力にあふれるまちづくり 

　移住・定住や地域資源を活用した交流の拡大、自治会等の行事や地域活動の活性化などに取り組み、

人が集まり地域が活力にあふれるまちづくりを進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　町民主役のまちづくりの推進 

　それぞれ町内会等自治組織の個性を尊重し、人が集まり自立的な活動にあふれる持続可能な地域コミ

ュニティを育成するために、多様な価値観と総意に基づく地域づくりを積極的に支援します。 

 

 

①　コミュニティ活動の促進支援 

⑴ 　身近な生活環境の改善に自主的に取り組む町内会等自治組織を支援するために、地域担当職

員制度を継続し、地域で運用決定できる予算の配分を含めた支援活動の充実を図ります。 

⑵ 　活動の活発化を促し、継続されるように、地域づくり支援事業などコミュニティ活動の支援

制度により支援します。 

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　Ａ評価項目２、Ｂ評価項目１となり、全体でＢ（おおむね順調）と評価す

る。 

　第１節（町民主役のまちづくりの推進）については、町民の相談や要望に

対応しつつ、町内会長等との連携会議を実施するなど、地域協力体制が強化

された。また、廃校舎の活用を話し合う座談会を通じ、地域住民とともに、

持続可能なまちづくりの必要性の意識が高まった。 

　第２節（関係人口の創出と移住・定住の支援）では、町の魅力を広く伝え

るため、連携協定を締結する横浜市の物産展などに参加して市民との交流を

深めた。また、地域おこし協力隊員が退任後に定住できるよう、起業や事業

継承を支援する制度を創設し、さらに、空き家バンク制度の周知により、移

住希望者への対応をより充実させることができた。また、全国の大学生によ

るワーキングホリデーを受け入れ、町の魅力を十分に伝えることができた。 

　第３節（多様な活動の場の構築）については、国際交流やユネスコ活動を

支援し、地域の多様な人が活動できる場づくりを進めた。また、「いわて男女

共同参画サポーター」として新たに４人が認定され、図書館では男女共同参

画をテーマにした展示を行うなど、理解を深める取組が進んだ。
 取組方針 　地域活動の支援体制を強化し、団体や企業とより連携した取組を展開す

る。また、定住につながる取組を推進し、人口減少の抑制に努める。主に、

都市部でのＰＲや交流事業の充実、地域おこし協力隊の定住促進及び人材確

保、空き家バンクの周知と住環境の整備、男女共同参画推進計画の更新や女

性活躍推進計画の検討を実施し、誰もが住みやすく、交流が広がるまちづく

りに取り組む。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
14

わたしたちの元気なまち

づくり事業活用件数
件

目標 70 72 74 76
 実績 68 77
 評価 Ｂ Ａ
 

15
地域担当職員予算の活用

団体数
団体

目標 52 54 56 58
 実績 53 52
 評価 Ａ Ｂ
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⑶ 　コミュニティ活動に係る新たな視点に基づく支援を進めるために、集落支援員制度を導入す

るほか、町出先機関の強化など、地域により近い活動拠点づくりを進めます。 

⑷ 　コミュニティ活動への支援と同時に、当該活動が継続されるように、地域リーダーの育成に

も焦点を当て、地域と連携し取り組みます。 

 

②　まちづくり意識の高揚と実践活動の促進 

⑴ 　地域や集落の自立を目的に、自主的に活動する団体に対し、町補助制度ほか各種制度をもっ

て支援します。 

⑵ 　地域で計画、実施された取組のうち、先駆的で優良事例となるものを町全域へ波及させるた

めに、活動事例を紹介します。 

⑶ 　地域と町とが各般にわたる情報の交換を行うために、あるいは地域課題を把握し地域活動プ

ランの策定に繋げるために、地域の座談会を開催します。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第２節　関係人口の創出と移住・定住の支援 

　風土や環境、歴史などに育まれた当町の暮らしやすさに共感する人たちが、当町との多様な関わりや

移住の地として検討ができるよう、興味やライフステージに応じた繋がりのある推進体制を整備します。 

※１　岩手県内全市町村で実施している、転入届手続者を対象としたアンケート調査 

 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 自治組織代表者への情報提供機会を新設するなど、支援制度の周知強化を

図ったことにより、元気なまちづくり事業の活用数値目標を達成した。一方、

地域担当職員予算の活用団体数で数値目標を達成できなかったが、前年実績

をほぼ維持することができた。自治組織等による継続的な支援を実現するた

め、物価高騰などに対応する予算の増額を実施した。
 実績 取組方針
 ①地域担当職員予算の活用団体数は前年を

ほぼ維持し、元気なまちづくり事業の活用

団体を増やすなど、各地域からの要望や問

合せに対応した。新たに、自治公民館長・町

内会長等連絡会議を開催し、協働推進体制

の強化が図られるとともに、地域を代表す

る町民が町からの情報を共有することがで

きた。

①ハード、ソフト両面で地域やコミュニテ

ィの活動を支援できるよう事業を継続しな

がら、新たな地域課題にも対応できるよう

支援体制の強化を図る。

 ②校舎活用検討をテーマに座談会を継続開

催するなど、主体的で持続可能なまちづく

り意識の高揚を目指した。

②地域だけでなく、関係団体や民間企業な

どとも協働体制の構築を模索し、多様な主

体によるまちづくりの実現を目指す。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
16

窓口アンケート※１で把

握した移住者数
人

目標 120 130 140 150
 実績 223 241
 評価 Ａ Ａ
 

17 関係人口登録者数 人

目標 ― 50 75 100
 実績 ― ―
 評価 ― ―
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①　関係人口の創出 

⑴ 　当町と継続的な関わりを持ち続けたい町外在住者向けに、定期的な情報発信、町内資源の紹

介・体験するプログラムや町民と交流する機会を提供する、関係人口登録制度を整備します。 

⑵ 　町への関わりしろを創出するため、関係人口登録者の町に対する思いやスキルと町内の諸課

題解決をマッチングする仕組みを構築します。 

⑶ 　町民が当町の魅力を再認識するきっかけとなるような、関係人口登録者との交流の機会を設

けます。 

 

②　移住希望者への支援 

⑴ 　移住希望者が望む仕事や住居などの情報を容易に収集できるように、ホームページの充実を

図るほか、関連サイトの積極的活用など効果的な情報発信を検討します。 

⑵ 　移住希望者が当町を訪れる機会を増やすために、移住体験住宅や一戸夢ファームなどの町内

資源を活用した支援制度の整備を進めます。 

⑶ 　継続した支援や、多様なニーズに対応できるよう、行政や町民、企業、関係団体等が連携す

る協議の場を設定します。 

 

③　定住に向けた支援 

⑴ 　移住者が必要に応じて気軽に相談できる体制を整備します。 

⑵ 　町内の住宅情報を可視化するため、不動産事業者や建築事業者などと連携した空き家バンク

を整備します。 

⑶ 　鉄道を利用した通勤や、テレワークなどによる一戸町らしいライフスタイルを実現するため、

必要な支援や設備を整備します。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第３節　多様な活動の場の構築 

　これまで培われてきた町特有の共生社会（異文化、多世代、障がいなど）のさらなる展開と、多様性

を身近に感じ受け入れる雰囲気づくり、若者・女性の活躍を地域で支援する町の実現のために、地域住

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 都市部で開催されたイベント等へ積極的に出展し、町外在住者に向けた情

報発信を行うことにより関係人口拡大を図った。今後、当町と継続的な関わ

りを持ち続けたい町外在住者との目に見えるつながりを創出するため、関係

人口登録制度の整備に努める。
 実績 取組方針
 ①関係人口登録制度が未整備の一方で、転

勤や進学以外での転入が増えた。また、連携

する都市との交流を目的に、横浜市の物産

展等に出展した。 

２月にはワーキングホリデーに応募した

全国の大学生９名を奥中山高原スキー場で

受け入れ、町の魅力に触れていただいた。

①横浜市のほか、都市部での各種イベント

に積極的に参加し、当町のＰＲ及び交流事

業の創出を図る。

 ②地域おこし協力隊退任者定着支援金制度

を整備し、任期終了後の起業・事業継承に対

する支援を行うことで、当町での居住の継

続につなげられた。

②地域おこし協力隊に対して制度の周知を

行い、任期終了後の当町への定住を促すと

ともに、新たな隊員の確保に努める。

 ③５年度に制度化した空き家バンクに14件

の登録があり、成約には至らなかったもの

の、移住希望者に対して従来より選択肢の

広い住宅情報の提供を行った。

③空き家バンクの更なる周知を進め、より

選択肢が広く質の良い住宅情報を提供す

る。
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民の理解拡大と交流機会を創出し、支援します。 

 

①　異文化理解の推進 

　外国人移住者あるいは実習生等との交流から生まれる異文化理解を一層進めるために、国際交流

協会など各種団体の活動支援を行います。 

 

②　多様な活動の場の推進 

⑴ 　多様性の尊重とともに、男女共同参画の意識づくりや、男女又は社会的、文化的に形成され

た多様な性別のあり方についても考慮しながら、一人ひとりが健康で充実した生活を送ること

ができるように、幼少期からの教育の実施、町民への啓発活動、そして女性団体などへの活動

支援を行います。 

⑵ 　多様な意見をまちづくりに反映させるために、各種審議会や委員会などへの女性の積極的な

登用を行います。 
 
【評価及び今後の取組方針】 

 

 

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
18 国際交流イベント開催数 回

目標 ２ ２ ２ ２
 実績 ３ ３
 評価 Ａ Ａ
 

19
男女共同参画サポーター

養成講座受講者累計
人

目標 30 31 33 35
 実績 30 34
 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 町国際交流協会や町ユネスコ協会などへの活動支援を行い、住民主体の共

生社会実現を目指した。また、子育て世代への男女共同参画サポーター養成

講座受講促進や、男女共同参画推進月間に図書館で特別展示を実施するな

ど、推進に向けた取組も強化できた。
 実績 取組方針
 ①国際交流協会が主催する旧正月を祝う会

やスキー交流会等の開催を支援し、外国人

との交流を通じて異文化に触れる機会を提

供した。

①国際交流協会などの各種団体と連携し、

交流事業の開催などにより共生社会実現に

向けた異文化理解の推進に努める。

 ②新たに「いわて男女共同参画サポーター」

として男性３人、女性１人が認定された。 

男女共同参画推進をテーマに図書館で特別

展示を実施し普及啓発に努めた。

②今後の中期的な推進計画を策定するた

め、男女共同参画推進計画を更新する。ま

た、更新に合わせ、女性活躍推進計画につい

ても策定を検討する。
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第３章　産業の振興と仕事の創出を図るまちづくり 

　農林畜産業、商工業や観光業等の各分野で、後継者の育成、商品の磨き上げや販路拡大などに取り組

み、産業の振興と仕事を創出するまちづくりを進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　農業の振興 

　自然豊かな環境を強みとし、これまで町を支えてきた農業を将来にわたって継続し発展するためには、

次世代を担う就農者の確保・育成と、生業としての農業の魅力を高めることが不可欠です。 

そのため、農業生産基盤の整備や農作物の価値向上による安定した営農形態を確立するための幅広い

支援を行います。また、次世代への農業継承や新規に就農しやすい環境づくりを積極的に行います。 

 

※１　新岩手農業協同組合調べ 

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 Ｂ評価項目５、全体でＢ（おおむね順調）と評価する。 

　第１節（農業の振興）では、将来の地域農業のあり方や農地利用を明確化

するための各地域における計画の策定により、担い手への集積による農業経

営の合理化を推進することができた。 

第２節（林業の振興）では、人工造林面積に関する目標数値について、概

ね達成したことを評価する。また、町内で発生している松くい虫被害の対策

について、森林所有者や関係機関との連携により、被害木の早期駆除に努め

たが被害の収束には至らなかった。 

　第３節（商工業の振興）については、目標数値を概ね達成することができ

た。人材不足の状態が続いている町内企業への関心を高めるため、北桜高校

ＣＴＡを設立し、若者を町へ定着させるための新たな事業展開が図られた。 

　第４節（観光・レクリエーション業の振興）では、コロナ禍から人の往来

が自由になり、イベントへの集客も戻りつつあったが、目標の観光客数には

達しなかった。また、道の駅整備については、事業用地確定のための測量や

配置計画の見直しを着実に進めることができた。 

　第５節（地場産品の振興）に関して、商品開発に向けた補助金申請件数は、

目標数値を達成できた。商品開発に関心を持つ事業者に対し、勉強会等の開

催と支援制度を継続することで、各事業者の意欲高揚が図られた。
 取組方針 　エネルギー価格をはじめとする物価の高騰、人口減少と流出による農林商

工業における担い手不足など、社会情勢の動向に注視しながら国と地方自治

体、関係機関との連携強化を図り、地場産品も含めた各分野の課題克服に向

けた支援を講じ、町の産業の維持継続を図る。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
20 野菜出荷量※１ t

目標 8,737 8,824 8,912 9,001
 実績 7,439 7,401
 評価 Ｂ Ｂ
 

21 生乳生産量※１ t

目標 21,900 22,000 22,000 22,100
 実績 23,509 23,598
 評価 Ａ Ａ
 

22
基盤整備事業実施面積 

※２
ha

目標 10.65 2.35 3.50 3.50
 実績 　　7.94 3.27
 評価 Ｃ Ａ
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※２　農地の区画整理や暗渠排水工等を行う事業で整備面積によって 10ha 未満のもの 

 

①　次代の農業を担う経営体の育成 

⑴ 　農作業の受委託や担い手への農地集積と集約化を加速させるために、農業委員会や農地中間

管理機構などの関係機関と連携を図り、意欲的な農家がより積極的な営農に取り組めるよう支

援します。 

⑵ 　人口減少や高齢化による担い手不足の解消を図るために、集落営農や法人化への移行を目指

し、その研究及び合意形成を進め、農業経営体組織（法人）を育成します。また、経営体の人

材確保の観点から、若者、他産業を退職したシニア世代等多様な人材の確保について調査研究

を進めます。さらに、農地等の資源が次世代の担い手に利用されるよう、親子間・親族間を含

め地域内での経営継承を促進します。 

⑶ 　収益性の高い品目の生産や規模拡大、６次産業化等にチャレンジするなど、意欲ある農業者

等の取組を支援します。 

⑷ 　異常気象等による農作物被害を受けた農業者の経営安定と営農継続を支援するため、収入保

険等への加入促進を図ります。 

 

②　農業担い手などの確保・育成 

⑴ 　就農希望者の発掘や地域農業の担い手育成のために、株式会社一戸夢ファームや関係機関と

の連携による研修・交流機会の拡充や相談・指導体制を強化します。また、夢ファームの研究

機能を生かし、新技術、新品目、新品種の開発成果を地域農業に還元し、その普及に努めます。 

⑵ 　夢ファーム卒業生や新規就農者の安定生産のために、各農協部会等との交流を深め、関係機

関との連携強化による指導受入体制の充実を図ります。 

 

③　安全安心農畜産物の生産推進 

各作目の生産の安定、生産性の向上、及び安全安心農畜産物の生産を推進するために、関係機関

との連携による農業技術指導や支援体制を強化します。 

また、販路拡大のため、ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証の取得を推進します。 

 

④　主要作目の生産振興 

⑴ 　水稲については、需要に応じた米づくりと転作を両輪として一体的に進めるために、主食用

米に代わる転作作物として飼料用米や稲発酵粗飼料の生産拡大を支援します。 

⑵ 　野菜については、生産環境の向上を促進するために、生産管理用機械・生産施設の整備を支

援します。また、環境制御技術やＩＣＴ活用によるスマート農業など、新技術の導入、普及に

より、効率化、省力化を図ります。 

⑶ 　果樹については、さらなる産地化を図るために、サクランボ「夏恋」やリンゴ「冬恋」など、

そのブランド力の高さを生かした安定出荷に努めます。また、所得向上や後継者確保のために、

観光農園への展開を希望する個人あるいは法人等農家に対する支援を行います。 

⑷ 　花きについては、積極的に産地拡大を図るために、転作田を活用したりんどうを重点的に推

進します。また、町独自ブランドの「御所野ヴェール」と「縄文の舞」の品種登録と生産販売

の支援を行います。 

 

⑤　有害鳥獣被害の対策 

有害鳥獣による農作物被害を最小限に食い止めるために、一戸町鳥獣被害防止対策協議会が行う

捕獲等の活動を支援するとともに、電気柵等の設置補助を行います。 

また、危険鳥獣による人身被害等を防ぐために、ツキノワグマ等の出没情報は町内放送等により

速やかに周知します。 

 

⑥　畜産の振興 

⑴ 　酪農については酪農生産地を維持しさらに発展させるために、次の取組を推進し、安定的な
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生乳生産を行います。 

ア 雌雄判別精液の利用等により安定的な後継乳用牛の確保を行います。 

イ 牛群検定事業により地域内の牛群整備と高品質な生乳生産を行います。 

ウ 　草地等飼料基盤の拡大や飼料生産機械の導入、コントラクターやＴＭＲセンターの活用、

町営高森牧野で生産される乾草利用などにより、飼料コストの削減と飼料自給率の向上を図

ります。 

エ 乳用牛の哺育育成に係る飼養労力の軽減のため、町営宇別牧野への預託利用を推進します。 

オ 　奥中山高原農協乳業株式会社においては、多様な消費者ニーズにも対応した安全で安心な

乳製品生産に努めます。また、経営状況等に注視しながら、必要な対策の検討や支援等を行

います。 

⑵ 　肉用牛については、安定した出荷頭数を維持するために、計画的で積極的な繁殖牛の更新と

優良後継牛の保留により安定的な子牛出荷に努めます。また、地域内での一貫生産による「い

わて牛」、「奥中山高原牛」ブランドの確立を目指します。 

⑶ 　ブロイラーについては、出荷羽数の拡大するために、周辺環境や住民、他品目の農家等との

合意形成と高病原性鳥インフルエンザの防疫対策のもとに施設整備等が進められるよう支援

します。 

 

⑦　農業生産基盤の整備 

⑴ 　農業生産性の向上と労力の軽減を図るために、農地と用排水施設の整備を計画的に進めます。

また、新たな地区でのほ場整備事業の認可を目指し、地域住民との合意形成を図りながら調査

計画事業を進めます。 

⑵ 　町が管理する農道橋について、橋梁保全対策計画に基づき、施設の長寿命化対策を計画的に

進めます。 

⑶ 　農村の保全・維持体制を支援するため、農業者・地域住民を含めた組織が行う農地等の維持・

保全活動と、水路・農道等の長寿命化を図る補修・更新への取組に対し支援を行います。 

⑷ 　土地改良事業により造成した基幹水利施設（大志田ダム・大志田揚水機場）の維持管理等に

ついて、計画に基づき、適正に行います。 

 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 夏の高温障害による生産量の落ち込みと資材の高騰等により農業経営へ

の影響が深刻となった。多くの品目が計画以上の単価で取引されたが、レタ

ス、とうもろこし、きゅうりの生産量は計画の８割以下にとどまり、資材高

騰と相まって農業経営は厳しさを増している。一方、秋期生産に取り組んだ

白菜は計画の２倍以上の収量を上げ、新たな収益品目として期待される。 

農業の振興については、各地域での話し合いを経て、新たな地域農業の将

来の在り方や農地利用の将来像を明確化する地域計画を策定した。 

農地集積については、自給飼料確保や、事業規模の維持・拡大のため、農

地の貸借は進み、機械等導入についても農家等の要望を踏まえた導入を支援

し、作業の効率化・省力化が進んでいる。 

農業担い手などの確保・育成機関である一戸夢ファームの２年研修生は不

在であったが、次年度の研修生の入校が決まった。また、短期研修や大学生

のインターンシップを積極的に受け入れ、夢ファームの機能発揮に努めた。 

有害鳥獣対策については、当初の見込み以上に電気柵の設置が進んだ。 

畜産の振興については、物価高騰・飼料高騰等への対策として、昨年度に

引き続き、牛飼養農家への支援を実施した。また、実施２年目となるゲノム

育種価改良事業については、畜産経営の将来への投資として、農家がより能

力の高い牛群構築するための支援を継続した。 
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 基盤整備事業については、各地区のほ場整備事業を計画通り進めるととも

に、小規模農地改良工事等を計画どおり実施した。 

今後においては、実施計画の確実な実施や、地域計画の実践・ブラッシュ

アップ等を行い、新たに制度創設した事業や拡充した事業による農家への支

援等についても進めていく。
 実績 取組方針
 ①人・農地プランに替わる課題解決策とし

て、新たに地域農業の在り方と目標地図を

示す地域計画を策定した（町内８地区）。 

農地中間管理事業については、貸借・借換

により新規８件、8.5ha、更新 38 件、85.2ha

の農地が集積され、農地の有効利用が図ら

れた。 

収益性の高い品目の生産や規模拡大につ

いては、地域農業計画実践支援事業により

５つの事業主体が機械・施設導入を実施し、

生産性の向上や規模拡大を図った。 

　収入保険等への加入促進については、継

続 54 件、新規３件の計 57 件の農家が加入

した。

①適宜、地域計画の見直しを行うとともに、

各地域での説明会や研修などの機会を通じ

て、農地集積や機械・施設導入の要望を把握

し、確実な計画実現に向けて農地集積、生産

性の向上や規模拡大の取組を支援する。ま

た、国の交付金を活用し、物価高騰対策事業

を実施する。 

収入保険については、対象期間の見直し

を行うとともに、新規の加入者を増加させ

るため、農業共済組合と連携を図り、農業者

に対する加入促進ＰＲを継続する。

 ②新農業人フェアへの参加など一戸夢ファ

ームの研修生の募集活動を行い、次年度の

２年制研修生１人の入校が決まった。 

　担い手育成事業として、短期研修２人や

小グループの定期的な勉強会、大学生イン

ターンの受入れを行い、開発・研究として、

山菜の機能性品種やヒペリカムの品種開発

を行った。

②一戸夢ファームにおける研修生の確保に

向け、リモートによる入校相談や新農業人

フェアへの参加等を積極的に実施する。ま

た、研修事業のほか、開発・研究や体験・見

学を事業の柱として、研究成果を地域農業

に還元する取組や、町民、町内小中高生、県

外大学生の体験・見学受入などに取り組む。 

新規就農者等の育成については関係機関

との連携による支援、指導を継続するほか、

新規就農者等の経営確立の支援制度を拡充

し取組を強化する。
 ③園芸作物について、農協の各生産部会と

連携した農業技術指導会・研修会や現地巡

回により、生産技術の普及・向上が図られ

た。 

また、ＧＧＡＰ認証継続支援事業を実施

し、農業生産者が、安全で持続可能な農業を

実践できるよう支援を行った（継続支援７

人）。

③指導会・研修会等を引き続き実施し、園芸

作物の品質向上に努め、生産拡大及び単収

向上を支援する。また、ＧＧＡＰ認証継続支

援事業を継続し、認証取得の促進を図る。 

さらに、気候変動、環境負荷低減、販売促

進、地域計画の実現などの取組を支援する

ための制度を創設し、生産部会等の取組を

支援する。
 ④水稲については、需要に応じた米づくり

を実施したが、作付は国の生産目安の 210ha

を下回る 203ha となった。 

園芸品目については、地域農業計画実践

支援事業により、トマト、りんどう、レタス、

葉たばこの生産設備・機械などの導入を支

援した（５事業主体 14 件）。 

りんどうについては、新植に伴う未収益

期間の管理経費負担軽減の支援を実施した

（11 経営体、10,300 ㎡）。また、品種登録に

④主食用米については、農業再生協議会と

連携を図りながら、需要に応じた米づくり

を推進する。 

園芸品目については、県単事業の地域農

業計画実践支援事業による機械導入等を支

援するとともに、町単事業による支援も継

続し、農家の生産性の向上の取組を支援し

ながら産地の維持を図る。 

りんどうについては、今後も新植等に伴

う未収益期間の管理経費負担軽減の支援、
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第２節　林業の振興 

　町の林業振興には、総面積の 74％を占める豊かな森林資源を有効に活用し、健全な林業経営の確立と

多面的な森林環境機能を維持管理することが必要です。しかし、昨今の林業を取り巻く環境は大きく変

貌を遂げており、小規模な森林所有者にとって資源価値の判断がつきにくい状況となっています。 

そのため、新たな森林経営管理制度による森林の集約化推進と森林環境譲与税を活用しながら森林資

 向けた町オリジナルりんどう２種類につい

ての出願に伴う現地調査を行った。

オリジナル品種の品種登録手続きを継続す

る。
 ⑤５年度に比べ鳥獣被害及び目撃情報は減

少したが、長期的には増加傾向にある。 

「一戸町鳥獣被害防止対策協議会」が中心

となり有害鳥獣捕獲を実施するとともに、

電気柵等の設置（33件、2,075 千円の補助）

や狩猟免許等の取得に対する補助金制度の

周知、研修会やホームページ等での注意喚

起の取組を通じ、被害防止対策事業を推進

した。

⑤引き続き「一戸町鳥獣被害防止対策協議

会」が中心となり有害鳥獣捕獲を実施する

とともに、電気柵等の設置や狩猟免許等の

取得に対する補助金の拡充、研修会やホー

ムページ等での注意喚起、相談対応の体制

強化を図るための地域おこし協力隊の自立

支援を実施し、被害防止対策を強化する。 

　また、７年度には鳥獣被害の低減に向け

た取組として、放任果樹の伐採や耕作放棄

地、藪などの刈り払いによる鳥獣緩衝帯（バ

ッファゾーン）の整備に対する支援制度を

周知し、地域ぐるみの対策が推進されるよ

う支援する。
 ⑥畜産農家を対象に、ゲノム育種価改良事

業（７酪農家 374 頭）や、地域農業計画実践

支援事業（大型機械の導入１件）などの各種

補助事業を実施し、畜産振興の取組を推進

した。 

また、町営牧野の経営健全化に向けて財

務状況の確認等を継続するとともに、高森

牧野においては乾草収量増に向けた適期刈

取と草地更新を実施した（乾草収量 1,378

本：前年度比 242 本の増）。また、７～９年

度の町営牧野（高森）・（宇別）の指定管理者

を選定した。 

　更に、飼料高騰等に困窮する牛飼養農家

に対して支援金を給付し、経営の安定化を

図り、産地の維持に努めた（頭数当たり５千

円の給付、64 経営体 8,045 頭）。

⑥今後も、畜産農家の経営安定のため、ゲノ

ム育種価改良事業や地域農業計画実践支援

事業、新たに創設した優良基礎牛保留対策

事業等により、優良後継牛による牛群能力

の底上げや、生産性の高い畜産経営を支援

する。 

また、町営牧野については、引き続き指定

管理者による関連施設の維持管理を推進し

ながら、利用者拡大に努め、牛飼養農家の作

業負担軽減等のため、町営牧野（高森）の預

託料を前年度比 40％減じた金額に設定する

など、産地の維持や農家の規模拡大を支援

する。

 ⑦ほ場整備事業については事業認可を目指

し、２地区において調査計画事業を進めた。

また、農業を継続できる環境を整えるため、

２地区、3.27ha のほ場の暗渠排水工事を実

施した。 

農道橋については橋梁保全対策計画に基

づき、補修工事を進めた。 

農地等の維持・保全活動及び農業用施設の

長寿命化のため、24集落 1,251ha 分に対し、

交付金を交付した。 

基幹水利施設の維持管理等について、馬

淵川沿岸土地改良区へ業務委託を行った。

⑦ほ場整備については、駒木地区では事業

採択後に測量業務、姉帯地区では土地利用

調整組合の設立や経営体育成等促進計画の

作成など採択に向けた準備を地域、関係機

関と連携を図りながら進める。 

そのほか、生産基盤整備として小規模農

地改良工事等や、農道橋の補修工事を進め

る。 

各集落による農地等の維持・保全活動、農

業用施設の長寿命化の取組を支援する。 

基幹水利施設の維持管理等については、

継続する。
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源の積極的な循環利用を目指した施策を展開します。 

※１　森林整備事業実績 
 
①　林業生産基盤の整備 

⑴ 　木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するために、適切な伐採や造林、保育等を

推進します。 

⑵ 　森林所有者の意向を踏まえた森林施業の共同化、集約化の取組を推進するため、森林経営計

画の作成を促進するとともに、新たな森林経営管理制度による森林所有者への意向調査の実施

と林業経営体等による施業の実施を支援します。 

⑶ 　伐採木の輸送効率を高めるだけでなく、高性能林業機械による低コストかつ集約的な林業を

可能とするために、林道及び作業路網の整備を推進します。 

⑷ 　林地残材の流出や作業道等の崩壊による土砂流出を防止しながら森林資源の循環利用を進

めていくため、林地保全に配慮した森林施業と再造林等による確実な更新が図られるよう伐採

事業者、森林所有者等への伐採・搬出・再造林の一体的かつ計画的な実施の指導・普及を図り

ます。 

 

②　地元産材の利用 

　森林の保全と木材の利用の両立を推進するとともに、その効果に関する町民の理解を深めるため、

一戸町木材利用推進基本方針に基づき、各種施設での木材利用を推進します。 

 

③　木質バイオマスエネルギーとしての積極的な利用 

⑴ 　木質資源の多角的利用を推進するため、木質バイオマスを燃料とする暖房器具等の導入を支

援するとともに、木質バイオマスの利用拡大に努めます。また、木質バイオマス発電所の木材

確保を支援します。 

⑵ 　森林での放置残材や製材端材等の活用、地域や個人での木材販売によるエネルギー化の方法

等を関係機関等とともに検討します。 

 

④　森林病害虫等被害（松くい虫被害）の拡大防止 

健全な森林環境を維持・増進するため、森林病害虫等による被害の早期発見と早期駆除の徹底に

努めます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
23 人工造林面積※１ ha

目標 40 40 50 50
 実績 34 37
 評価 Ｂ Ｂ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 森林整備事業による人工造林面積は、目標値の 93％にとどまったが、森林

所有者に対し制度の周知を進めたことから、５年度の実施面積を上回った。 

林業生産基盤の整備や木材利用促進のための施策として、町森林整備事業

の活用を促したほか、森林経営管理制度に係る意向調査を実施し、集積計画

を策定した。しかし、本制度による事業進捗については、やや遅れている。 

松くい虫の被害については、早期発見・早期駆除に努め、被害木の全量駆

除を実施したが、被害拡大抑制には至っていない。 

今後においては、森林整備事業による民有林整備の促進、森林経営管理制

度の導入により集積を図るとともに、木質バイオマスエネルギーとしての積
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第３節　商工業の振興 

持続可能な商業を推進するために、関係機関との連携を深め、来店者が楽しく買い物できるような小

売業の環境づくりを促進します。また、町内企業の持続的な経営環境を構築していくために、若者の町

内企業への理解を深めるとともに、企業の即戦力となるＵＩＪターン促進を図ります。 

 極的な利用、松くい虫被害の拡大防止など、事業体や森林所有者の理解と協

力を得ながら、事業を推進する。
 実績 取組方針
 ①森林整備事業により、造林や保育作業、林

内作業道の整備が行われ、民有林の整備促

進が図られた（造林 37.38ha、下刈 86.87ha、

除伐 4.91ha）。 

森林施業の集約化に向け、１地区

（275.07ha）において意向調査を実施し、

「経営管理権集積計画」を策定した（計画対

象森林面積 2.7ha、森林所有者３人）。 

林道整備については、２路線Ｌ＝316ｍを

整備した（継続）。

①町の森林整備事業や森林経営管理制度の

取組を継続し、林業生産基盤の整備を進め

るため、町森林整備事業の活用促進、林道２

路線の整備を促進、森林経営管理制度によ

る森林経営管理権集積計画の策定と経営管

理、意向調査を進める。 

森林経営計画については、計画に即した

施業が行われるよう確認・指導を行う。 

また、町有林の森林経営計画についても、

計画に沿った施業を進める。
 ②総合運動公園のベンチ及び東屋設置によ

り、町産木材の利用が図られた。 

　地域おこし協力隊による地元産材利用の

取組である「一戸里山づくりの会」の活動

（２回）を支援した。

②木材利用促進基本方針に基づき、公共施

設等への地元産材の利用促進や利用方法の

検討を継続して進める。

 ③木質バイオマス発電所においては、木材

の年間使用量約 8.2 万ｔに対し約 8.6 万ｔ

の受入れとなった。 

また、木材確保のため、二戸地域木材安定

供給協議会において木材の受入れ状況等の

情報共有を図るとともに、協議会による製

材端材の継続納入のほか、広葉樹や林地残

材チップの受入れを始めた。 

薪ストーブ普及促進事業については、２

件の設置を助成し、木質バイオマスエネル

ギーの普及促進を図った。

③木質バイオマス発電所の木材確保に向け

て、協議会構成員の情報共有等による連携

強化を図る。 

また、町産木材や放置残材の利活用と、地

域や個人での木材販売等による木質エネル

ギー利用に向けた取組を推進する。 

薪ストーブ普及促進事業について、引き

続き周知していく。

 ④松くい虫被害の拡大防止を図るため、一

戸町松くい虫被害対策地区実施計画により

被害木を駆除した。 

駆除本数 120 本　駆除材積 219.91 ㎥（５

年度実績：駆除本数 81 本　駆除材積 125.81

㎥）

④被害拡大の防止のため、町の森林整備事

業やいわて森林づくり県民税事業（アカマ

ツ林広葉樹林化）の活用による面的な駆

除・防除を林業事業体及び森林所有者に周

知しながら、引き続き早期発見と早期駆除

に努め、被害拡大防止を徹底する。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 

24
経営改善等に係る相談件

数
件

目標 1,640 1,640 1,640 1,640

 実績 1,006 806

 評価 Ｂ Ｃ

 
25

企業支援事業費補助金活

用件数（延べ）
件

目標 ５ ５ ５ ５

 実績 ３ ２
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①　魅力ある商店街づくり 

⑴ 　市日やまちなか交流館、萬代舘など残すべき中心商店街の特色を活かした賑わいづくりを促

進するために、各種イベントを開催します。 

⑵ 　賑わいのある商店街づくりを推進するために、御所野遺跡や道の駅を訪れる方々を誘導する

取組を行うとともに、情勢や消費者ニーズに対応した利便性向上による販売機会の拡充を図り

ます。 

⑶ 　商店街の機能を強化するために、商工会と連携し、空き店舗の活用などの研究を行います。 

 

②　地元購買力の向上と持続可能な商業の実現 

⑴ 　地元購買力の向上を促進するために、まちゼミを継続開催するほか地元商店利用促進の方策

についての研究を行い、消費者への訴求活動を展開します。 

⑵ 　次代を担う人材育成のために、商工会とともに後継者や新規創業希望者への相談体制を整え

るとともに、効果的な支援策について研究を進め、制度の創出を行います。 

⑶ 　今後、地域の商店が減少する中においても、地域内で生活必需品を手に入れられるような持

続可能な買い物支援に関する方策の調査研究を行います。 

 

③　町内企業の体質強化と企業立地満足度の向上 

⑴ 　企業の競争力強化と、他社との差別化を図るために、企業支援補助金の充実と情報提供及び

相談活動を行います。 

⑵ 　町内企業の立地満足度を向上させるために、既立地企業との関係性づくりを行い、新たな企

業立地に繋がる取組を行います。 

 

④　雇用対策の充実 

⑴ 　町内企業の求人に対して人材確保が困難となってきているため、企業ＰＲ事業を実施及び協

力します。 

⑵ 　企業認知度の向上と新卒者の地元就職を促進するため、町内の中学生や二戸管内の高校生及

び各種学校等の学生へ町内企業のＰＲを行います。 

⑶ 　ＵＩＪターン者に対する町内企業への就職の促進を図るために、企業の求人ニーズの把握と、

企業の魅力や情報を発信します。 

⑷ 　従業員の多様な働き方の実現のため、関係機関及び企業等が連携し情報を共有する機会を創

出します。 

⑸ 　起業を促進するために、町商工会と連携を図り相談体制を構築するとともに、支援に関する

情報を提供します。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 評価 Ｂ Ｃ

 

26 町民税課税額（現年） 百万円

目標 420 430 440 450

 実績 347 301

 評価 Ｂ Ｂ

 

27

町が実施及び協力するＰ

Ｒイベントに参加した企

業数（延べ）

社

目標 ６ ６ ６ ６

 実績 10 13

 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　コロナ禍から人の往来が戻り、萬代舘イベントや産業まつりにも多くの来

訪者があった。また、物価高騰による家計の負担軽減のために発行した「い

ちのへ元気応援プレミアム付商品券」を販売することで、地元購買力の向上
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第４節　観光・レクリエーション業の振興 

御所野遺跡や奥中山高原などの観光地への集客を促進するために、来訪者の満足度向上に取り組むと

ともに、観光体制の充実を図ります。 

 

①　「道の駅」の整備と運営組織の設立 

⑴ 　御所野遺跡や町来訪者をもてなすために、建設と運営を一連とした「道の駅」整備を進めま

す。また、「道の駅」は観光情報の発信、特産品の販売など、町の観光や産業の要となることか

ら、このマネージメントを行う組織についても併せて検討します。 

 につなぐことができた。 

　町内においては、業種を問わず昨今の物価高・燃料費の高騰が大きく影響

し、今後の経営に不安を抱える企業が多いことを踏まえ、コロナ禍で借り入

れた資金に対する利子補給を行い、資金繰り面での支援を行った。 

　また、エネルギー価格高騰対策や北桜高校ＣＴＡなど将来を見据えた事業

にも取り組むことができた。
 実績 取組方針
 ①映画館「萬代舘」利活用事業の第 28 回カ

シオペア映画祭に 200 人を超える来場者が

あるなど、中心市街地に人を呼び込むこと

ができた。

①観光客を中心市街地まで誘導する取組を

支援するとともに、商店街機能の更なる強

化のため、空き店舗活用の促進を図る施策

を検討し、新規出店を支援する。
 ②地元購買力の向上を促進するため、まち

ゼミやいちのへ産業まつり等のイベントを

実施した。 

・まちゼミ（９店舗、受講者 50 人） 

・いちのへまるごとフードフェスタ 

　（出店者数 29店舗、入込客数約 2,000 人） 

・いちのへ産業まつり 

(出店者数 56 店舗、入込客数約 4,400 人） 

その他、物価高騰による家計の負担軽減

と町内経済の活性化、地元購買力の向上を

図るため、プレミアム付き商品券を 15,000

セット販売した。

②物価高騰の影響が長引く中、消費者に対

する地元商店街の利用促進に向けた取組の

ほか、町商工会が行う事業承継や新規創業

に係る相談体制維持のため、継続的に支援

を行う。

 ③電気や動力費の削減が可能な設備への更

新を目的としたエネルギー価格高騰対策設

備等導入支援補助金を３社が活用し、コン

プレッサーやＬＥＤ照明の更新が行われ

た。

③電気料金など、エネルギー価格高騰の影

響を大きく受ける町内事業者に対し、事業

の継続と雇用を支えるため、省エネ設備等

の導入を促す。

 ④北桜高校ＣＴＡで実施した、地元産業の

理解促進を目的とした就職支援事業では、

パネルディスカッションや個別企業説明会

に 13 社が参加し、北桜高校側は就職進学に

関わらず全生徒が参加した。さらに、進路先

で活用される資格の取得を支援した。

④県立北桜高校の生徒が地域企業の魅力や

仕事について理解し、地元企業を知ること

で地域産業の将来を担う人材育成に資する

ことを目指す。

 
No.

年度 

項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 

28 町の観光客数 千人

目標 600 620 640 660

 実績 405 420

 評価 Ｃ Ｃ
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⑵ 　「道の駅」を観光の拠点に位置付け、町内外の周遊の造成と統一された観光案内板等の整備

を進めます。 

 

②　奥中山高原を核とした観光の充実 

⑴ 　奥中山高原において、年間を通じ観光・レクリエーションのサービスを提供するため、町、

奥中山高原株式会社及び隣接施設で連携し、ターゲットを明確にした旅行商品の開発やイベン

トを企画します。 

⑵ 　年間を通じた奥中山高原での宿泊を核とした観光サービスの提供に向け、魅力を広く発信す

るとともに、施設の運営に関しては、住民をはじめ町内関係者から奥中山高原のあり方に関す

る幅広い意見を聴取して施設の修繕や機能の拡充を図り、収支バランスの改善を目指します。 

 

③　観光体制の充実 

⑴ 　一戸町観光地域づくり戦略にのっとり、地域ブランドを確立するとともに、認知度を向上さ

せ、戦略に基づく観光体制の構築及び観光事業を実施します。 

⑵ 　「北海道・北東北の縄文遺跡群」構成市町及び県内世界遺産所在市町と新たな連携を進める

ために、観光分野での連携を強化し、観光コンテンツの充実を図ります。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第５節　地場産品の振興 

特色ある町の産業を育成するために、地域資源を活かした商品の開発を、多様な意見と各方面からの

協力を得ながら促進します。また、地場産品の販路拡大を図るため、広く町内外へ積極的に情報を発信

するとともに、他地域の情報収集によるマッチング等の機会を創出します。 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　道の駅整備については、６年度地区懇談会で町民に対し、事業の継続と新

たな候補地を説明した。一方で、共同事業者となる国との協議も前進させる

ことができた。 

　町全体の観光客数は、目標には届かなかったものの、町の重要な収益施設

である奥中山高原施設利用者は、八戸市域を中心とした一般利用や高等学校

におけるスキー教室利用が大幅に伸びており、地域経済への波及を生むこと

となった。
 実績 取組方針
 ①整備予定地の変更に伴い、道の駅基本設

計を修正し、また候補地の用地測量を行い、

その成果をもとに国と事業化に向けた協議

を行った。

①候補地の不動産鑑定を行い、道の駅の事

業用地買収に向けて取り組む。

 ②奥中山高原エリアでは、会社独自の取組

とそれに対する支援をもって、スキー場・温

泉・宿泊において利用者が回復したほか、宴

会仕出しなどの売り上げも前期を上回り、

第 13 期（R05.10.1～06.9.30）は最終黒字と

なった。なお、奥中山高原スキー場のリフト

輸送人数では、東北地方 89 施設中 17 位の

結果となった。

②ウインターシーズンの経営状況を維持す

る一方で、にぎわい市の開催など、グリーン

シーズンの売上確保に向けた有効な取組の

構築と強化を図る。また、快適な利用を提供

するため、奥中山高原各施設の修繕計画を

策定する。

 ③毎年多くの町民が参加する御所野遺跡秋

のクリーンデーを組み合わせた町観光協会

の企画によるツアーを実施し、県内外から

５人が参加した。町民との交流が図られた。

③縄文文化に興味がある観光客が御所野遺

跡を訪れる機会となるよう、観光コンテン

ツの充実を図る。また、一戸町観光地域づく

り戦略に基づく体制を構築する。
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①　特産品の開発と事業者への支援 

町の地域資源を活用した付加価値の高い特産品やお土産品の開発、加工施設の整備や機械導入及

び新規創業などを支援します。 

 

②　販路の拡大 

地場産品の魅力を広く町内外へ情報発信するために、観光・交流施設やイベントとの効果的な連

携によるＰＲと販売を行うとともに、神奈川県横浜市と締結した連携協定を基にしたイベントなど

を通じた首都圏での販路拡大を推進します。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 

 

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 

29
商品開発等のための補助

金申請件数
件

目標 ３ ３ ３ ３

 実績 ４ ３

 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　商品開発や既存商品のリブランディングなどを目的とした「新商品開発等

事業費補助金」の活用を継続して促す。
 実績 取組方針
 ①既存商品のリブランディング等を目的に

開催した勉強会には、町内６事業者が参加

し、土産品やパッケージデザインの改良な

ど、更なる魅力向上を図るための検討を行

った。

①地域おこし協力隊員と連携を図り、個々

の事業者に寄り添った支援に取り組むとと

もに、北桜高校生徒の発案によるパッケー

ジデザインの改良など、魅力ある土産品の

開発に努める。
 ②東京都や盛岡市での物産展のほか、町内

イベントへの出展を通じ、特産品の認知度

向上と販売促進につながった。

②物産展の開催及び手技工芸館における体

験受け入れを継続する。
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第４章　歴史や文化を活かすまちづくり 

御所野遺跡や旧朴舘家住宅、根反鹿踊りをはじめとする有形無形の文化財の保存、伝統工芸の継承な

どに取り組み、まちの魅力として歴史や文化を活かすまちづくりを進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　世界遺産「御所野遺跡」を守り伝えるまちづくりの推進 

世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の一つである御所野遺跡の文化的価値の理解を

促進し、世界遺産登録の意義を町全体で共有し町民一人ひとりがその価値を認識して未来へ伝えていく

ため、遺跡を次代に繋ぐ人材の確保と育成を行うとともに、町民の保存・活用意識の高揚に繋がる活動

を行います。そして、他の構成資産、県内世界遺産あるいは県北広域振興圏との連携を進め、世界遺産

を通じた新たな交流・産業を創出します。 

 

①　次代への継承 

⑴ 　構成資産及び緩衝地帯を保全するため、北海道･北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画に

基づき、４道県 13市町と連携して経過観察を行います。 

⑵ 　遺産周辺の景観を守りその魅力を一層高めるため、一戸町景観計画に基づく景観形成を進め

るとともに、縄文時代の景観復元を目的とした「縄文里山づくり」を推進します。 

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 Ａ評価項目１、Ｃ評価項目１となり、全体でＢ（おおむね順調）と評価す

る。 

第１節（世界遺産「御所野遺跡」を守り伝えるまちづくりの推進）では、

御所野遺跡は世界遺産登録３周年を迎え、周年イベントを開催するなど更な

る活性化に取り組み、来場者は前年度比 1,309 人増加するなど、コロナ以前

の状況まで回復し、交流・産業の創出に繋がった。また、御所野遺跡を将来

へ守り伝えていくために多様な担い手の参加による保存管理は一定の成果

を上げ、事業の目的は達したと考える。一方で、新たに設立したボランティ

ア団体の育成が急務となっている。 

第２節（歴史文化の継承と創造）では、旧朴舘家住宅の保存修理工事を契

機に維持管理体制の構築が図られた。また、郷土芸能は伝承活動を促進し、

新たな発表機会の創出に繋げることができた。伝統工芸品は各種イベント等

で周知を行うことで、関係者への支援に繋がり、全体を通して順調に事業推

進が図られた。
 取組方針 　世界遺産や文化財を町の魅力の一つとして活用し、産業振興や地域活動な

ど町の諸活動の活性化に寄与することを目的として、関係者、関係団体と連

携した取組を進める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
30 御所野縄文公園来訪者数 人

目標 50,000 55,000 50,000 50,000
 実績 28,365 29,674
 評価 Ｄ Ｄ
 

31
遺跡ボランティア登録者

数
人

目標 115 120 120 125
 実績 90 36
 評価 Ｃ Ｄ
 

32
御所野縄文公園クリーン

デー参加人数
人

目標 420 450 480 500
 実績 371 370
 評価 Ｂ Ｂ
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⑶ 　御所野遺跡を将来へ守り伝えていくために、地域住民や児童生徒、ボランティアなど多様な

担い手の参加による保存管理を進めます。 

 

②　世界遺産としての価値の理解促進 

⑴ 　大学や研究機関等と連携して調査研究を進め、その成果を広く情報発信します。 

⑵ 　学校教育や生涯学習を通じて御所野遺跡の価値を伝え、郷土に対する誇りを育みます。 

⑶ 　遺跡の景観に配慮しつつその価値を入館者等へ分かりやすく伝えるために、ボランティアガ

イドを養成するとともにＩＣＴ技術を活用した遺跡ガイドアプリを活用します。 

⑷ 　御所野遺跡及び縄文文化について多様な側面からの理解促進を図るため、御所野縄文公園に

おいて各種体験学習やイベントを開催します。 

 

③　新たな交流・産業の創出 

⑴ 　縄文遺跡群を構成する 13 市町との交流を深めるとともに、県内三つの世界遺産や県北広域

振興圏市町村との交流連携を進めます。 

⑵ 　御所野遺跡に興味を持つ人又は関わろうとする人を増やすため、ＳＮＳを活用した交流を推

進します。 

⑶ 　新たな産業創出のため、民間事業者による世界遺産を活用した取組を支援します。 
 
【評価及び今後の取組方針】 

 

第２節　歴史文化の継承と創造 

町では歴史文化の継承と創造に繋がるような文化財愛護の機運を高めるために、御所野遺跡や旧朴舘

家住宅、根反鹿踊りなど豊富な文化財の調査・保護と、その文化財や伝統工芸の活用を行います。併せ

て町民による文化芸術活動団体の自主的な活動を支援するために、多様な文化芸術に接する機会を提供

するとともに、指導者育成の支援を行います。 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 御所野遺跡を将来へ守り伝えていくために多様な担い手の参加による保存

管理は一定の成果を上げたが、新たなボランティア団体の早急な育成が課題

となっている。
 実績 取組方針
 ①町民参加で年２回行うクリーンデーには

延べ 370 人が参加し、遺跡を守り育てる意

識が浸透しつつある。 

新たなボランティア団体「いちのへ縄文

里山クラブ」を立ち上げた。遺跡の案内に携

わる遺跡ボランティアの育成だけでなく、

登録者数の増が課題となった。

①「いちのへ縄文里山クラブ」育成のため、

重点的にその活動を支援する。

 ②金沢大学佐々木特任准教授との共同研

究、いちのへ御所野縄文学への協力、博物館

での体験学習を実施した。

②調査研究による新たな情報発信に努め、

学校教育・生涯学習との連携により教育普

及活動に取り組む。
 ③観光協会との連携をはじめ各種イベント

の磨き上げを行った。また、縄文遺跡群世界

遺産ガイド養成講座をはじめボランティア

ガイドの相互交流や活動支援について、順

調に進めることができた。

③公園管理の直営化により、観光や産業分

野との連携を深め、来訪者増加と産業振興

の相乗効果を得られるようイベント開催等

の各種取組を進める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度
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①　文化財の調査・保護 

⑴ 　町内の貴重な文化財を守り伝えるため、指定文化財の保護、未指定文化財の調査を行い、必

要に応じて指定します。 

⑵ 　地域特有の歴史文化伝承のため、関連する文化財群の一体的な保存管理に取り組みます。 

⑶ 　無形民俗文化財の伝承及び後継者育成のために、伝承活動の支援と発表の機会のさらなる創

出を行います。 

 

②　重要文化財「旧朴舘家住宅」の保存修理とまちづくり 

⑴ 　築 160 年を経過した「旧朴舘家住宅」を将来にわたり継承するため、建築年代の調査等と合

わせて根本修理を実施します。 

⑵ 　「旧朴舘家住宅」を活用したまちづくりへ繋げるために、地域住民等との連携を図り、活用

策を検討します。 

 

③　文化財愛護の機運向上 

郷土の歴史に対する理解と文化財愛護の機運を高めるために、調査成果の報告や講演会の開催な

ど歴史文化に触れる機会を提供するとともに、地域の文化財を保護するための活動を奨励します。 

 

④　伝統工芸の継承 

鳥越の竹細工や木工品などの伝統工芸継承のために、町内及び県内外での物産展等を通じ認知度

を高めます。また、体験イベントなど伝統工芸に親しむ機会の提供により、工芸品の魅力を高め、

担い手確保につなげます。 

 

⑤　文化芸術の振興 

⑴ 　各文化芸術団体の活動や指導者の育成を支援します。 

⑵ 　町民が多様な文化芸術に接する機会を提供するとともに、各文化芸術団体に発表の場を提供

するため、ＮＰＯと連携し一戸町コミュニティセンターを積極的に活用します。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 
33

一戸町郷土芸能祭参加人

数
人

目標 110 120 130 140
 実績 130 138
 評価 Ａ Ａ
 

34
保存修理事業公開イベン

ト参加人数
人

目標 － 50 50 50
 実績 － －
 評価 － 　　－

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 旧朴舘家住宅保存修理事業は工事着手初年度となり、今後本格化する。文

化財の調査・保護と文化財・伝統工芸の活用について各種取組を進めた。無

形民俗文化財の伝承及び後継者育成に関しては　郷土芸能は高屋敷神楽が

全国民俗芸能大会に出演し、町で行った出演記念公演に町内各団体が出演す

るなど、活発な伝承活動を展開するとともに発表機会の創出を行うことがで

きた。
 実績 取組方針
 ①郷土芸能の発表機会の確保に努め、参加

人数の目標を達成した。

①郷土芸能の発表機会を設け、特に若年層

を対象とした後継者の確保に繫げる。
 ②旧朴舘家住宅保存修理事業は、実施設計

を行った。並行して維持管理に携わるボラ

②旧朴舘家住宅は保存修理工事を契機に、

関心を持つ方を増やし、今後の維持管理に
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 ンティアの育成に努めた。 携わるボランティア育成に努める。
 ③町広報や各種メディアへの掲載、企画展

の開催など教育普及活動のほか、維持管理

に協力する各団体に必要な支援を行った。

③文化財の持つ価値を広く周知するととも

に、住民協働による文化財愛護活動を支援

する。
 ④町外での物産展へ出展したほか、町民の

理解を深めるため、いちのへ産業まつりと

萬代物産展に参加した。

④手に取り、その良さを実感していただけ

るよう物産展への出展を継続するととも

に、体験受入等も継続する。
 ⑤芸術鑑賞等に触れる機会創出のため、町

文化祭、岩手芸術祭による巡回展示及び公

演の機会を設けた。

⑤催事の開催及び出展又は出演の団体等の

活動を支援する。
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第５章　元気で健やかに暮らせるまちづくり 

医療の確保、社会福祉や子育て支援の充実、地域での健康活動の向上、個々の健康管理の徹底などに

取り組み、元気で健やかに暮らせるまちづくりを進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　地域福祉の推進 

　「元気で健やかに暮らせるまちづくり」を目指し、一戸町地域福祉計画の基本方針「安心・安全な暮

らしを支える環境づくり」「地域福祉を担う人づくり・地域づくり」「福祉サービスを利用しやすい仕組

みづくり」に沿って事業・活動に取り組みます。 

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 Ａ評価項目２、Ｂ評価項目４となり、全体でＢ（おおむね順調）と評価す

る。 

第１節（地域福祉の推進）では、平糠・中田地区での住民支え合いマップ

を一戸町社会福祉協議会と協同し作成したことにより、住民が支え合い安心

して暮らせる地域づくりを考えるきっかけとなった。今後は、策定プロセス

を他地域にも広げられるよう推進する。 

第２節（保健の充実）では、目標数値達成は日々の業務の成果と高く評す

るが、今後とも住民の健康に資する行動変容を促すよう、発信、周知、啓蒙

に注力しつつ、ウォーキングアプリの活用のような無自覚での健康づくりに

も繋がるような取組を展開する。 

第３節（子育て支援の充実）に関して、年間で 14 人という出生者数は驚く

べきものであったが、新生児訪問、各種健診や予防接種、保育施設の運営な

ど、「子どもを産み育てやすい環境」に資する活動ができたものと評する。 

第４節（高齢者福祉の充実）では、老人クラブへの支援や在宅福祉事業等

により、高齢者の生きがいづくりの機会創出や安心できる環境を提供するこ

とができた。支援を継続し、高齢者が住みやすい環境を整える。 

第５節（障がい者福祉の充実）では、数値目標の５項目のうち、４項目が

若干の未達となったが、ニーズに対して必要なサービスを提供できた。また、

障がいを持つ方が自立した生活を送れるよう、関係機関との連携や事業内容

の普及啓発を継続して行う。 

第６節（医療体制の確保・充実）では、県立病院の医療体制の充実を図る

よう要請を行うとともに、地域医療の充実に努めた。 

 

人口減少の中、老人クラブなどの存続などに苦慮していると思うが、高齢

者に限らず、コミュニケーションを増加・深化することは、さまざまな点で

有用とされていることから、現在実施している事業の更なる発展を目指し、

検討を進める。 

目標数値に達しなかった項目が過半であったが、総じて事業の目的は達し

ていると考える。
 取組方針 地域社会での孤立化を招かないよう支援の強化及び有効な啓蒙により町

民または関係者が自発的・理知的に行動できるよう、関係機関等との連携強

化を図りつつ、組織機能の強化を目指す。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
35 地域サロン設置数 団体

目標 35 35 35 35
 実績 32 31



31 

 

①　安心・安全な暮らしを支える環境づくり 

　地域の見守り体制の強化や地域住民・関係機関等によるネットワークの構築により、住民の安

心・安全な暮らしを支えるための生活環境・人間関係の整備・構築に努めます。また、防犯、交通

事故防止、防災の推進に努めるとともに、災害発生に備えた体制を整えるなど、地域の安全を守り

ます。 

⑴ 　地域福祉推進のための連携・協力体制の強化を図るため、行政各部門や各種団体との連携・

協力体制を一層強化します。また、地区ごとの地域福祉推進組織の育成を図ります。 

⑵ 　一戸町地域包括ケアシステム検討委員会を効果的に運営し、町に合った支援の仕組みづくり

に向けて協議を行い、地域福祉を推進します。 

 

②　地域福祉を担う人づくり・地域づくり 

　町内の各地区で行われている介護予防事業・サロン事業への支援等により、住民による地域活動

の促進を図ります。また、ボランティアセンターの機能強化と認知症サポーターの養成・活動支援

や訪問助け合いボランティア養成活動支援等の実施によって地域福祉の担い手を養成します。 

⑴ 　生活支援コーディネーターによるふれあい・いきいきサロンや町地域保健福祉活動支援事業

などにより活動支援を行います。 

⑵ 　ボランティア活動や地域活動等の生きがいづくりと社会参加の促進を図ります。 

⑶ 　学校や企業の協力を得ながら認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する正しい知

識の普及啓発に努めます。また、介護の担い手を育成するため、介護職員等確保対策協議会に

より人材確保に積極的に取り組みます。 

 

③　福祉サービスを利用しやすくする仕組みづくり 

　広報誌の発行等の紙媒体による情報提供を継続するとともに、インターネットを活用し、ホーム

ページの管理、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した見守りネットワークサービスの拡充を図りなが

ら情報提供の充実を図ります。 

⑴ 　福祉サービスパンフレットや認知症ケアパス等により地域資源の周知を図ります。 

⑵ 　近隣市町村と連携し、障がい者やその家族等からの緊急的な支援要請に対応するための地域

生活支援拠点や総合相談を担う基幹相談支援センターの充実を図ります。さらに総合的な相談

支援を進めるため、重層的支援体制整備に向けた検討を行います。 

⑶ 　成年後見制度の利用促進を図る中核機関を通じて市町村事業としての相談支援や研修会の

実施、市民後見人養成・フォローアップ事業を行い、また、ネットワーク会議を開催して福祉、

保健、医療、司法等の関係機関との連携強化を図ります。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 評価 Ｂ Ｂ
 

36
地域ボランティア登録人

数
人

目標 45 45 47 50
 実績 55 59
 評価 Ａ Ａ
 

37 中核機関相談員数 人

目標 ５ ６ ６ ６
 実績 ５ ６
 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 数値目標において、地域サロン設置数について、89％と目標は達成できな

かったが、ボランティアの登録人数 131％、中核機関相談員数 100％と目標

を上回ったことから、全体的におおむね順調であると考える。 

地域サロン事業については、役目を終えたサロンの解散により設置数の減
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第２節　保健の充実 

　高齢化や生活習慣の多様化等により、疾病全体に占めるがん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病等の生活

習慣病の割合が増加しています。町民が心身ともに健やかに暮らすことができるまちづくりを実現する

ために、生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上に努めるとともに、あら

ゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、地域や社会経済状況の違い

による集団間の健康状態の差（健康格差）の縮小に努めます。 

 

①　生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

⑴ 　全てのライフステージを対象とし、疾病の予防とその重症化を防ぐ活動を推進します。 

⑵ 　積極的に受診勧奨を行い、特定健康診査、各種がん検診の受診率の向上を図ります。 

 となったが、活動しているサロンに対しては介護予防活動講師を派遣したほ

か、一戸町地域包括ケアシステムの取組において、認知症サポーター養成講

座等や介護予防教室等を行ったことにより、地域の見守り体制の強化が図ら

れた。
 実績 取組方針
 ①地域住民・関係機関等が参加する一戸町

地域包括ケアシステム検討委員会全体会を

２回、見守り部会、医療福祉連携部部会、集

いの場部会の各部会活動を年４回ずつ開催

した。各部会活動を通して住民同士の見守

りや子育て世代への関わりへの必要性を再

認識した。

①一戸町地域包括ケアシステム検討委員会

全体会年２回、各部会活動を通し、地域の更

なる見守り体制の強化を図る。

 ②中田地区、平糠地区での住民支え合いマ

ップを通し、地域の協力体制構築の機会と

なった。認知症サポーター養成講座を町内

３地区、小学校３校、高校、薬局で開催。介

護事業所と協力し介護の魅力について紹介

した。また、見守り声掛け訓練を中里地区で

実施するなど、地域住民による高齢者等の

見守り体制の強化を図った。

②６年度に住民支え合いマップに取り組ん

だ中田地区、平糠地区のフォローアップと

して、マップの更新、地域の見守り活動等の

支援をそれぞれ年１回行う。また、引き続き

サポーター養成講座を通し、認知症理解の

普及に努める。

 ③認知症ガイドブック(ケアパス)や本人の

思いを書き留めるシートを通し、町内の新

たな資源や支援機関の周知を図った。また、

成年後見制度促進において中核機関と連携

し、関係機関との連携強化を図るため年５

回のネットワーク会議を開催した。後見人

の担い手確保に向け、市民後見人養成講座

を開催し、当町から７人が修了した。

③認知症ガイドブック(ケアパス)の普及啓

発を通し、町内小学校、高校、地域サロン等

へ福祉資源の周知を図る。また、成年後見制

度が必要な方へしっかりと支援が行き届く

よう、後見人等の担い手確保に向け市民後

見人養成講座修了者へのフォローアップを

中核機関、管内市町村と連携し年４回開催

する。また、法人後見事業へ取り組む法人拡

大に向けて働き掛けを行う。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
38 特定健診受診率 ％

目標 49.2 49.4 49.5 49.6
 実績 51.6 51.7
 評価 Ａ Ａ
 

39 特定保健指導実施率 ％

目標 63.0 65.0 68.0 70.0
 実績 74.5 74.7
 評価 Ａ Ａ
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⑶ 　特定保健指導対象者に対し、自ら健康管理ができるよう個々の対象者に合わせて情報提供を

行い、保健・栄養指導を徹底します。 

 

②　健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 

⑴ 　各ライフステージに応じた行動目標を定め、おいしく楽しく規則正しい食生活に繋げる取組

を推進します。 

⑵ 　ライフステージに応じた健康づくりのため、身体活動（生活活動、運動）の知識の普及を図

ります。 

⑶ 　喫煙が健康に及ぼす影響について、知識の普及を図ります。 

⑷ 　飲酒が健康に及ぼす影響について、知識の普及を図ります。 

⑸ 　ライフステージに応じた適切なむし歯、歯周病予防を推進します。 

 

③　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

　身体活動を高めるため良質な睡眠をとる方法、及び自分に合ったストレス解消方法を持つことの

大切さを普及啓発します。 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 特定健診受診率、特定保健指導実施率ともに目標達成、及び対前年度比数

でも上回ることができた。 

５年度から稼働しているウォーキングアプリの登録者数も着実に伸び、健

診受診者へのポイント付与などによる健康意識の向上、並びに健康保全の啓

蒙に寄与している。また、従前にも増して町ホームページやＬＩＮＥなどの

情報提供手段の活用機会を増やし、今後とも積極的な周知啓蒙に注力すると

ともに、利用者にとってより探しやすい手段となるよう努める必要がある。 

さらに、昨今は身体の健康のみならず心の健康に関しても重要な要素と捉

え、６年度は心のサポーターを 22 人養成することができたため、引き続き

年代や地域にも配慮した支援体制に繋がるよう取り組む。
 実績 取組方針
 ①健診に関する情報を広報、町ホームペー

ジ、ＬＩＮＥで発信するとともに、健診の無

料化、特定健診未受診者への受診勧奨を実

施した。また、健診会場で特定保健指導対象

者との面談を行い、特定健診受診率、特定保

健指導実施率ともに目標を達成した。 

①生活習慣病の早期発見と重症化予防のた

めに、健診未受診者に対する受診勧奨を継

続する。また、要医療者に対する受診勧奨を

継続する。 

 ②ウォーキングアプリを使用し、運動習慣

の定着を推進した（登録者 420 人：１月末時

点）。 

幅広い世代が健康づくりに取り組むこと

を推進するため、健康フェアを開催し、知識

の普及啓発を行った。

②健康イベント等を開催し、住民の心身の

健康づくりにつながる取組を継続する。 

 ③イベント、検診等でストレス解消等の普

及啓発を実施し、こころの健康づくりを推

進した。また、６年度より厚生労働省がメン

タルヘルスの問題を抱える家族等身近な人

に対し、傾聴を中心とした支援を行う目的

で開始した「心のサポーター養成事業」によ

③心のサポーターの養成研修に継続して取

り組む。また、若年層に向け、「こころのＳ

ＯＳ」の出し方に関する啓発を促進する。さ

らに、各イベント等を通じて、こころの健康

づくりやＳＯＳの出し方、相談先に関する

周知・啓発を行う。
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第３節　子育て支援の充実 

母親をはじめとして、町民が安心して子育てができるように、保健医療体制の充実、サポート体制の

強化、多様化するニーズに対応した保育サービスの提供、子育てに関する情報発信や相談体制の充実を

図ります。また、家計の経済的な負担を軽減し、子育て世帯の生活の安定を図るために、医療費助成や

保育料の軽減などの取組を継続します。 

 

①　安心して妊娠・出産・子育てができる保健医療体制の充実 

⑴ 　妊産婦の健康確保と子どもの健全な発育を図るため、健康診査や保健指導の充実を進めると

ともに、妊娠・出産から育児へと切れ目のない支援体制の整備を進めます。また、児童虐待の

発生予防の観点を含めた相談支援体制の充実を図ります。 

⑵ 　不妊治療の経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療費助成事業を継続します。また、妊

娠を望む夫婦が柔軟に情報を得られるよう、ホームページ等で情報提供の強化に努めるととも

に、専門的に対応できる相談体制を確立します。 

⑶ 　安心・安全な妊娠・出産・育児を支援するため、医療機関と連携した相談支援体制の充実を

図ります。 

⑷ 　子育て世帯にかかる医療費負担の軽減を図るため、乳幼児から高校生まで幅広く医療費の助

成を行います。 

 

②　子どもの成長・発達を支え、安心して子育てのできる豊かな地域社会 

⑴ 　子育て世帯における育児負担感や孤立感、育児ストレスを低減させるため、子どもの育ちに

応じた子育て相談体制の充実を図ります。 

⑵ 　子育て世代における悩みを共有し、気軽に相談できる仲間づくりやネットワークづくりを進

めるため、子育て支援を行う団体の活動や保護者同士の自主的な活動への支援を行います。 

⑶ 　母子家庭、父子家庭で子育てをしている保護者が抱える、経済的、社会的、精神的な不安や

悩みを解消するため、関係機関と連携を図りながら、生活実態に応じた支援をします。 

⑷ 　障がいのある子どもが障がいのない子どもとともに家庭、地域、学校で十分な教育・保育を

受けられるよう、特別支援教育を充実させ、きめ細やかな配慮・対応に努めます。また、医療

費助成等の経済的支援を行い、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 

⑸ 　子育てに様々な不安や悩みを感じる保護者の不安に対応するため、健診や幼児教室などの機

会を通してその思いに寄り添い、子どもの育ち、親育ちを支援します。 

⑹ 　家庭や地域の子育て機能が低下し、育児不安をつのらせた親が子どもの虐待に陥ることのな

いよう、保育、教育、民生委員・児童委員など関係機関との連携を図りながら、児童虐待の発

生予防や早期発見、早期対応に向けた子どもの見守り体制の確立を進めます。また、児童虐待

の防止に向け町民全体で問題意識を共有するため、広報活動などで児童虐待防止の啓発に努め

ます。 

⑺ 　ＤＶやセクシャル・ハラスメントなどから人権を守るとともに、ＬＧＢＴへの理解を深める

ため、学習活動、相談支援体制の充実を進めるとともに、それらの未然防止・早期発見・早期

対応に努めます。 

 り、22 人の心のサポーターを養成した。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
40 保育所等待機児童数 人

目標 ０ ０ ０ ０
 実績 ０ ０
 評価 Ａ Ａ
 

41 母子アプリ登録者数 人

目標 107 122 137 152
 実績 108 115
 評価 Ａ Ｂ
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③　情報発信・共有体制の整備と子育て意識の醸成 

⑴ 　保護者のニーズに応じた各種子育てに関する情報を容易に受け取れるように、子育て情報を

まとめた「一戸町子育て情報ガイドブック」や広報誌、子育て応援アプリ「I-Befam」、町ホー

ムページなどで子育て情報を整理して周知します。また、子育て経験者の知見の活用や、当事

者や関係者間での情報共有を促すため、参加や交流の機会を創出します。 

⑵ 　子育て支援について町民一人ひとりの関心を高め、地域全体での子育て意識の醸成に向けて、

子育て当事者だけでなく地域の町民も参加することができる企画の開催支援や、男性も育児に

参加しやすくなるような仕組みを検討します。 

 

 

④　子育てに関する経済的な負担の軽減 

妊産婦及び乳幼児から高校生までの医療に掛かる負担を軽減するために、医療費助成を継続する

とともに、新規の認定漏れや事業切替え時の未更新者が出ないよう、事業の周知と申請勧奨に取り

組みます。 

 

⑤　保育環境の充実 

⑴ 　保育所、児童館等の子育て関連施設での保育を安全に実施するため、これらの施設の点検を

行い、計画的な整備を進め安全性と快適性を確保します。 

⑵ 　女性の社会進出や就労形態の変化に伴い、仕事と子育ての両立を希望する世帯の多様化する

ニーズに対応した保育サービスを提供するため、病児保育や延長保育等の既存サービスを継続

するほか、新しい保育サービスの導入を検討します。 

⑶ 　保育料については国の施策として一部無償化されましたが、町では、無償化対象外の児童に

係る保育料等についても軽減することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 
 
【評価及び今後の取組方針】 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 保育施設待機者数は目標を達成できたが、母子アプリ登録者数は目標とし

ていた数値に届かなかった。 

これは、６年度の出生者数が 14 人と著しく低かったため、その影響を受

けたものと認識している。母子アプリ対象者は妊娠期から概ね乳幼児を持つ

母親としていることから、利用停止する利用者が一定数おり目標値に届かな

かったと思われる。一方で、新生児の訪問は継続しているため、アプリを併

用しつつ、子どもの成育に必要な情報が届くよう取り組む。 

また、公立保育施設の管理に関しては、定期的に確認を行い良好な保育環

境の保全に努めた。なお、６年度は施設修繕のほか、暖房器具の更新や温水

蛇口の追加などを行った。 

要保護児童等に関しては、関係機関との連携のもと、定期的な情報収集や

協議が行われているほか、移動に際しても情報の受渡しが遺漏なく行われて

おり、適切に処理されていると考える。
 実績 取組方針
 ①妊娠期から子育て期の各種健康診査事業

の実施、随時保健指導、家庭訪問を行った。

また、必要な機関と連携を図り相談体制の

充実を図った。

①安心して妊娠・出産・子育てができるよう

各関係機関と連携し、保健医療体制の充実

を図るよう支援を継続する。

 ②要保護児童等のケース管理と関係機関と

の連携強化を行い、虐待等の未然防止・早期

発見に努めた。また、他市町村の実務者会議

②関係機関との連携を強化し、要保護児童

対策地域協議会のネットワーク拡大・強化

に努める。
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第４節　高齢者福祉の充実 

高齢者が安心して元気に暮らすことができるために、地域で支え合える環境づくりを推進するととも

に、医療・保健・介護等の連携を強化し、地域包括ケアシステムのさらなる充実を図ります。 

 

①　生きがいづくりと社会参加の推進 

⑴ 　高齢者の生きがいづくりに有効な文化・レクリエーション活動や高齢者団体の活性化のため

に、高齢者学級などの生涯学習活動をはじめ、老人クラブの維持継続及び活動への支援を行い

ます。 

⑵ 　高齢者が就労により社会的役割が自覚できるように、シルバー人材センターの活動維持を図

ります。 

 

②　高齢者の自立生活への支援 

⑴ 　高齢者が安心して自立した在宅生活を送ることができるように、多様な主体による生活支援

サービス（外出支援、買い物、配食、家事援助、安否確認、権利擁護など）の提供システムを

確立します。 

⑵ 　在宅生活に不安を感じる高齢者に対しては、共同あるいは様々な形態の施設を提供します。 

 

③　介護保険サービスの充実 

介護保険サービスを必要とする高齢者等が円滑に利用できるように、介護保険事業者との連携に

よるサービスの維持と、広域市町村での調整による施設確保を図ります。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 の視察を行い、町のケース管理や会議のあ

り方を見直し、年度末には代表者会議を行

った。
 ③子育て世帯の多様なニーズに対応するた

めの情報発信を行った。

③情報共有する場の提供について関係機関

と連携して企画立案に努める。
 ④妊産婦及び18歳に達する年度末までの児

童生徒等の医療費助成を継続して行った。 

（妊産婦 26 人 698 千円、乳幼児 235 人　

10,755 千円、児童生徒 468 人 17,235 千円）

④今後とも、医療費助成等の経済的支援を

継続する。

 ⑤保育施設からの要望を確認し、安全な保

育環境を維持するため必要な改修や修繕を

行った。

⑤保育施設のあり方について、現状や今後

の動向に注視し協議を行う。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
42 老人クラブ団体数 団体

目標 29 29 29 29
 実績 26 24
 評価 Ｂ Ｂ
 

43 冬期高齢者生活施設件数 件

目標 ３ ３ ３ ３
 実績 ２ ２
 評価 Ｂ Ｂ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 数値目標においてはいずれも目標値に届かず、老人クラブ団体数は 83％、

冬期高齢者生活施設件数 67％となった。老人クラブ団体については、生活様

式の多様化、定年の延長等の理由により、全国的に老人クラブへの加入が減



37 

 

第５節　障がい者福祉の充実 

障がい者が地域社会で自立した生活が営めるように、個々のニーズに応じた適切な支援を行うととも

に、町民が相互に尊重し、安心・安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

※１　サービス利用者数／障害者手帳所有者数 

 

①　地域生活を支える居宅サービスの充実 

障がい者が地域で自立した生活を送るために、障がいの種別や程度に関わらず、自らが居住の場

所を選択し、適切なサービスを利用できるよう努めます。 

 

 少している状況であり、当町においても老人クラブの運営が難しくなり解散

した地域が生じている。一方、既存老人クラブへの支援を継続して行ったこ

とにより、高齢者の生きがいづくりの機会を提供できたとともに、在宅福祉

事業により高齢者が安心して自立した生活を送れるように必要なサービス

を提供し、高齢者の生活を支援した。冬期高齢者生活施設については、利用

希望者がなかったため５年度から１施設の減となったが、利用希望者に対し

て、冬期の生活の場を提供することができたことから、全体的におおむねね

順調であると考える。
 実績 取組方針
 ①延べ老人クラブ 500 回、老人クラブ連合

会 26 回の活動が行われ、シルバー人材セン

ターでは延べ 1,661 人が就業した。

①老人クラブの解散が０団体となるよう支

援する。

 ②商業施設でのお買い物サポーター事業の

実施や、健康教室や外出支援サービス（延べ

1,601 人）などの在宅福祉事業を中心に、高

齢者等に対し介護予防や生活支援を行っ

た。

②在宅高齢者の見守りを推進するため、緊

急通報装置貸与事業、あんしんハローライ

ト事業、あんしん見守りシール事業の普及

啓発を行う。

 ③地域包括支援センターの包括的支援事業

や地域ケア会議の開催など、介護保険事業

所と連携した取り組みにより、高齢者等に

対し必要なサービスを提供した。

③介護保険サービスを必要とする高齢者が

適切にサービスを受けることができるよう

に、介護保険事業者等と連携し、地域支援事

業等を活用したサービスを提供する。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
44 サービス利用率※１ ％

目標 32 33 34 35
 実績 33 29
 評価 Ａ Ｂ
 

45 相談支援事業所数 事業所

目標 ４ ４ ４ ４
 実績 ４ ４
 評価 Ａ Ａ
 

46 地域生活への移行者数 人

目標 １ １ １ １
 実績 ０ ０
 評価 Ｄ Ｄ
 

47 就労移行登録者数 人

目標 70 72 72 75
 実績 62 65
 評価 Ｂ Ｂ
 

48
地域生活支援拠点事業利

用登録者数
人

目標 － ５ ５ 10
 実績 － ２
 評価 － Ｄ
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②　相談支援体制の充実 

⑴ 　障がい者から相談を受けやすい環境をつくるために、障がい者相談員や民生委員等による身

近な相談支援体制を強化します。 

⑵ 　障がい者が福祉サービスを受けやすい環境等をつくるために、サービス利用への支援や権利

擁護への取組を強化します。 

⑶ 　相談支援体制の充実を図るために、基幹相談支援センターの機能と運営を強化します。また、

自立支援協議会等を通じて、相談支援事業所との連携強化を図ります。 

 

③　地域における暮らしの場の支援 

障がい福祉施設入所者や長期入院から地域生活への移行を進めるために、グループホームや民間

アパート等への入居調整支援を推進します。 

 

④　就労支援の強化 

⑴ 　障がい者の就労を支援するために、ハローワークや二戸圏域就業・生活支援センターと連携

し、就労支援を強化します。 

⑵ 　障がい者の就労機会を増やすために、企業に対する障がい者雇用制度の周知を図り、制度の

普及を推進します。 

 

⑤　地域生活支援拠点等の整備と活用 

障がい者等からの緊急的な支援要請に対応する地域生活支援拠点の整備を二戸広域４市町村と

連携して行い、活用に向けた普及啓発に取り組みます。 

 

⑥　障がいのある子どもをもつ家庭、ひとり親家庭への支援 

経済的な負担を軽減するために、医療費助成をはじめとする経済的支援を実施します。特に、医

療費助成においては、新規の認定漏れや事業切替え時の未更新者が出ないよう、事業の周知と申請

勧奨に取り組みます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 数値目標においては、相談支援事業所数以外目標を達成することはできな

かったものの、障がい者サービスを必要としている方に必要なサービスを提

供することができたため、おおむね順調と考える。地域生活への移行につい

て、日常的に障害者施設でサービスを受けている方が地域社会で生活するこ

とは、非常に難しい課題ではあるが、希望者がいる場合は、関係機関と連携

し、移行支援に努める。
 実績 取組方針
 ①居宅介護は 89 人、移動支援は 70 人が利

用し介護者の負担軽減が図られた。

①地域移行を進めるため、地域における生

活の安心感を得られるよう、障がい者等の

地域での生活について引き続き支援する。
 ②支援体制充実のため、二戸圏域内での自

立支援協議会事務局会議を計 13 回開催し、

連携体制の強化を図った。

②障がい者が自立した生活を送れるよう、

相談支援体制の強化や権利擁護事業の普及

など福祉サービスの向上を図る。
 ③地域生活への移行についてはグループホ

ーム等の選定・空き状況等の情報を収集し、

支援を図った。

③地域生活への移行を推進するため、引き

続きグループホーム等への入居調整を支援

する。
 ④就労支援事業所への就労アセスメント委

託により１件の利用があり、就労を希望す

④障がい者雇用制度の周知徹底を引き続き

図るとともにハローワークや就業支援事業
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第６節　医療体制の確保・充実 

安心して暮らすことができる地域社会実現のため、医療体制の確保に努めます。 

 

①　医療体制の確保・充実 

⑴ 　地域の医療を確保するため、県立病院の休診科の再開を要請するとともに、町設施設を用い

た医療機会を提供します。 

⑵ 　公設民営の診療所を維持し、施設・設備の充実を図ります。 

⑶ 　各関係機関と協力し、医師や看護師など地域医療を支える人材の確保に努めます。また、県

や町の各種奨学金制度を周知しその活用を促進します。 

 

②　国民健康保険事業の健全化 

⑴ 　医療の効率的な提供推進のため、後発医薬品差額通知と後発医薬品希望カードを配布し、後

発医薬品使用割合 85％以上達成に努めます。 

⑵ 　国民健康保険資格の適正化のため、毎年 12 月を強化月間に定め、被用者保険に該当すると

思われる方の加入資格調査を行います。 

⑶ 　医療費支出を削減するために、かかりつけ医受診の徹底や時間外受診の抑制について広報活

動を行います。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 る方へ必要な支援を行った。 所と連携し就労支援の強化を図る。
 ⑤二戸圏域で障がい者等やその家族の急病

など緊急時の受入体制を整備し、事業の普

及啓発を行った。

⑤二戸圏域市町村と連携し、障がい者に対

し、引き続き事業の普及啓発を行う。

 ⑥医療費助成をはじめとする経済的支援を

実施した。 

（重度心身障がい児６人 537 千円、ひとり

親家庭 216 人 6,057 千円）

⑥今後とも、医療費助成をはじめとする経

済的支援を継続する。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
49 医師確保の要請 回

目標 ２ ２ ２ ２
 実績 ２ ２
 評価 Ａ Ａ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 医師確保の要請は予定どおり実施した。 

　６年度末をもって医学留学生の初期研修が終了し、引き続き専門研修へと

進む予定となっている。情報交換を継続するとともに、研修終了後には円滑

に帰町できるよう情報の収集と提供を行う。 

　また、休止している奥中山高原クリニックの再開に向け、幾度かの協議を

行ったが就任に繋がる結果には至っていないため、引き続き折衝等を行う。
 実績 取組方針
 ①県立一戸病院の医療体制の充実及び市町

村医師養成事業に係る養成医師配置等にお

いて継続して要請を行った。 

①今後も、県立病院の医療体制の充実を図

るよう医師確保の要請を行うとともに、休

診となった奥中山高原クリニックの再開に

向け、取組を拡充する。 

　さらに、医学留学生の就職に向け、情報提

供や面談などを行う。
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 ②年３回、後発医薬品に切り替えた場合の

差額を通知し、医療費の削減に努めた（延べ

人数156人　令和６年 12月時点の後発医薬

品利用率 46.6%）。 

また、保険証送付時に国保資格の適正化

の周知を実施したほか、保険証一括更新時

に、かかりつけ医受診の徹底や時間外受診

の抑制についてのパンフレットを同封する

など、広報・周知を行った。

②医療費の適正化に向けた国保資格の周知

や、後発医薬品の普及啓発を継続し、医療費

の削減に取り組む。
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第６章　生活しやすい環境が充実するまちづくり 

　道路、情報通信基盤、上下水道等のハード面の整備、ごみ処理、交通、消防防災体制等のソフト面の

整備に取り組み、生活しやすい環境が充実するまちづくりを進めます。 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第１節　脱炭素社会の実現と自然環境の保全 

縄文時代から受け継ぐ豊かな自然と、その自然から発せられる恵みを全町民等しく享受し、そして一

戸らしい暮らしを次代に引き継ぐために、脱炭素社会を実現する取組を推進するとともに、自然環境を

大切にしようとする町民意識の高揚を図り、各種実践活動への支援を行います。 

 

①　脱炭素社会の実現に向けた取組の促進 

⑴ 　一戸町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、町民、民間企業、行政機関が担う

 ６年度 評価
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 Ｂ評価項目５、Ｃ評価項目２となり、全体でＢ（おおむね順調）と評価す

る。 

第１節（脱炭素社会の実現と自然環境の保全）では、二酸化炭素排出量の

目標値には届かなかったものの、低排出設備への転換や再エネ導入等に対す

る支援と町民に向けた情報発信を行っており、今後も継続することで目標実

現を図るものである。 

第２節（社会基盤施設の整備）では、町道舗装補修工事が目標を下回った

が、着実に整備を進めている。また、水道管路の耐震化率も計画どおりに推

進している。 

第３節（住宅の整備）では、子育て支援住宅は依然高い住戸稼働率を維持

しており、子育て世帯の定住に一定の成果を上げている。 

第４節（環境衛生対策の充実）では、ごみ排出量の削減は目標値を上回る

数値となった。また、資源ごみ回収量も各世帯の購買状況に左右されるため、

今年度は目標値を下回る結果となったが、現在の分別意識が持続するよう広

報を継続する。一方、汚水処理人口普及率は鈍化している。 

第５節（広報広聴の充実）では、オンライン申請件数以外は目標値に未達

となった。町ホームページやＳＮＳ等での配信コンテンツの充実や周知手法

について、検討を進める。 

第６節（消防・防災体制の充実）、第７節（安全安心な生活の実現）では、

防災行政無線デジタル化による拡声局の増設や防災訓練等の実施により、ハ

ード、ソフト両面で計画に沿った活動となっている。
 取組方針 脱炭素社会の実現に向けた具体的取組を加速させていく。 

社会基盤施設の維持管理や整備を計画的に進める。 

町民の安全安心な生活を確保するため、自主防災組織での地域防災力の強

化、防犯パトロールや交通安全教室等の啓蒙活動を引き続き実施する。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
50

町有施設の二酸化炭素排

出量
t

目標 4,533 4,397 4,265 4,137
 実績 4,703 4,433
 評価 Ｂ Ｂ
 

51
住宅用太陽光発電システ

ム設置補助件数

件 

（累計）

目標 108 117 126 135
 実績 101 107
 評価 Ｂ Ｂ
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役割を定めることで、それぞれが連携して脱炭素社会の実現に向けた取組を推進します。 

⑵ 　町有施設の温室効果ガス排出量の可視化を行い、温室効果ガス削減の取組を推進するととも

に、町内への普及啓発活動に取り組みます。 

⑶ 　地域内エコシステムにより地域内のエネルギー循環の仕組みを構築するほか、Jクレジット

（温室効果ガス排出削減や適切な森林管理による温室効果ガス吸収量をクレジットとして売

買すること）などの取組を推進します。 

⑷ 　町内で生産する再生可能エネルギーの供給量を増やすため、チップボイラー、太陽光発電シ

ステム及び風力発電の導入支援の充実に努めます。 

 

②　自然環境保全意識の高揚と実践活動の促進 

⑴ 　町の豊かな自然環境を町民自らが大切に考え次代へ引き継いでいくために、幼児期からの環

境教育の推進、自然愛護少年団活動への支援、環境保全や動植物愛護に関する広報啓発活動の

強化を行います。 

⑵ 　各地域における自主的な実践活動を促すために、馬淵川クリーンデーなどの清掃活動の支援、

省エネルギー意識の醸成に努めます。 

 

③　美しく個性的な景観づくりの推進 

町景観計画に基づき、御所野遺跡バッファゾーンを中心に先導的景観形成を進め、周辺景観への

波及に努めます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 地球温暖化対策実行計画に基づき、省エネや再エネ導入につながる公共施

設における太陽光発電設備のポテンシャル調査やリースを活用したＬＥＤ

改修など具体的な取組に着手できた。脱炭素化社会の実現に向けて、今後は

町民を巻き込んだ取組を加速させる必要がある。 

馬淵川クリーンデーを始め、各地区で清掃活動が実施されており、今後も

自主的な実践活動への支援を継続し、町民の自然環境保全への意識高揚を図

る。
 実績 取組方針
 ①町有施設の二酸化炭素排出削減につい

て、目標値との乖離が見られるものの、公共

施設への太陽光発電設備導入調査やＬＥＤ

改修など、次年度以降につながる取組を行

った。 

住宅用太陽光発電設置については、目標

値には届かなかったものの、申請件数は

年々増加し、制度が浸透しつつある。

①公共施設の脱炭素化に向けた取組を継続

するとともに、町民に向けての情報発信を

強化し脱炭素に資する行動への機運醸成を

図る。

 ②奥中山高原愛護少年団による環境学習等

の活動に対し、補助金の交付を行ったほか、

環境学習の一環として、一戸南小学校４年

生による水生生物の調査を実施した。 

　馬淵川クリーンデーを始め、町内各地区

で実施されている清掃活動に対し支援を行

った。 

動物の愛護と適正な飼養についての理解

と関心を深めるため、二戸保健所及び近隣

市町村と共同で動物愛護フェスティバルを

②今後も自然環境保全の意識を高めるた

め、自然保護活動、環境教育、清掃活動等の

推進及び支援を継続する。また、環境保全や

動植物愛護に関する広報啓発活動を行う。
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第２節　社会基盤施設の整備 

日常生活の利便性を維持するために、道路、橋梁の維持補修や上下水道、都市公園の維持管理を適切

に行うとともに、各種施設において長寿命化に向けた計画的な整備を図ります。また、町内の交通利便

性を維持するために、バス、鉄道、デマンド交通による一体的な交通網の維持確保を図ります。さらに、

平成 22 年度からテレビ難視聴対策で整備した機器等が更新時期を迎えるため適切な更新を進めます。 

 

①　町道の維持補修 

安全な道路を維持していくために、定期的なパトロールによる早期の維持補修に努めるとともに、

幹線町道を中心に改良及び舗装を進めます。 

 

②　都市計画道路の整備促進 

円滑で安全な道路網を形成するために、岩手県と協力し、国道４号一戸バイパスから役場へ通じ

る都市計画道路上野西法寺線の早期整備を目指します。 

 

③　橋梁の整備 

橋梁の長寿命化を図るために、町道に架かる橋梁の定期点検を行い、結果を基に老朽化の見られ

る橋梁を計画的に整備します。 

 

④　水道施設の更新 

水道水の安定供給を継続するために、水道管の更新を計画的に実施します。 

 

⑤　公共交通の充実 

⑴ 　バス、鉄道、デマンド交通により一体的に交通網を結び、効率的な移動を可能とするととも

に、特にも、日常的に公共交通を利用する高齢者及び通学生の利用負担の軽減を図ります。 

⑵ 　鉄道で栄えた町にあり、地域の鉄道を守り育てていくマイレール意識その他鉄道に対する愛

着を醸成するために、多くの町民が関わる町並行在来線利用促進協議会の活動を継続支援しま

す。 

 

 開催した。　　　
 ③景観区域内における行為の届け出は、工

作物の新設が１件、開発行為等が１件、土砂

の堆積が１件だった。うち、特定景観地域

（御所野遺跡バッファゾーン）内は届出が

なかった。計画期間内に届け出のあった行

為は全て基準に適合していた。

③景観形成の周知を図り、御所野遺跡周辺

を中心に良好な景観の形成を推進する。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
52 町道舗装補修工事 ｍ

目標 500 500 500 500
 実績 0 400
 評価 Ｄ Ｂ
 

53 水道管路の耐震化率 ％

目標 15.6 16.2 16.7 17.0
 実績 15.8 16.3
 評価 Ａ Ａ
 

54
テレビ難視聴対策設備の

更新件数
件

目標 ２ ３ ３ ３
 実績 ０ ０
 評価 Ｄ Ｄ
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⑥　テレビ難視聴対策設備の更新 

最も普及している情報獲得手段であるテレビの安定受信を継続するために、難視聴対策設備の更

新を計画的に実施します。 
 
【評価及び今後の取組方針】 

 

第３節　住宅の整備 
子育て世帯などが住宅を確保しやすい環境を整えるために、子育て支援住宅や町営住宅の維持管理と

募集を適切に行うとともに、長寿命化計画に基づいた整備を進めます。また、住宅の地震に対する安全

性の向上を図るために、耐震化の施策を進めます。 

 

①　公営住宅等の適切な維持管理 

子育て世帯や高齢者等が住みやすい安全安心な住宅を供給するために、長寿命化計画に基づいた

既存住宅の機能充実と適切な維持管理に努めます。 

 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 町道の維持補修についてはおおむね目標を達成した。今後も計画的な維持

補修を継続して実施する。橋梁については、定期点検を行い計画的な整備に

努める。 

水道施設の更新については、当初の計画どおり進捗した。 

　公共交通の充実については、公共交通網の維持に向け、交通事業者への支

援と利用者への助成を実施した。 

　テレビ難視聴対策については、繰越事業の７年度中の事業完了を目指す。

また、８年度以降の整備についても引き続き計画を進める。
 実績 取組方針
 ①平糠線の舗装補修工事を、５年度の繰越

事業と合わせて、400ｍ施工した。

①計画的な舗装補修工事を行い、道路維持 

補修に努める。
 ②県が実施する都市計画道路上野西法寺線

整備事業に対し経費の一部を負担した。６

年度は整備工事が一部着手された。

②早期完成に向けて、県と協力して整備を

促進する。

 ③相ノ山橋と武大敷橋の補修工事の詳細設

計業務を行った。

③橋梁の長寿命化を図るため、定期点検を

行い、計画的な維持修繕を実施する。
 ④水道管路第２期耐震化事業において、奥

中山上水道の耐震化工事を 1,141ｍ施工し

たことにより、耐震化率が向上した。

④７年度の水道管耐震化工事は、一戸上水

道 94ｍ、奥中山上水道 875ｍを予定し、更な

る耐震化率の向上に努める。
 ⑤地域公共交通の維持確保のため、事業主

体に対し各種支援を行った。

⑤公共交通維持のため、利用しやすい環境

整備や利用促進に向けた検討を行う。
 ⑥更新予定のテレビ難視聴対策設備につい

て、２件の更新予定だったが、国への申請に

必要な既存設備の資料の整理と、設置方法

の検討に時間を要したため、工事まで至ら

なかった。

⑥６年度に更新予定だった２件について、

７年度に繰り越し、更新を予定している。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
55

子育て支援住宅住戸稼働

率
％

目標 99.0 99.0 99.0 99.0
 実績 98.1 98.5
 評価 Ｂ Ｂ
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②　耐震補強の周知 

地震に強い住宅整備を推進するために、耐震診断等を行いやすい環境の整備や、耐震改修等にか

かる補助の周知に取り組みます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第４節　環境衛生対策の充実 

町民が快適な環境の中で暮らすことができるように、住民主体のごみ減量化や再生利用対策、汚水処

理施設加入などを進め、環境に負荷を与える要因を取り除くとともに、健康的で安全な生活の実現のた

めに、狂犬病予防接種の徹底やペットのマイクロチップ情報の登録などによる共生社会の促進に取り組

みます。 

 

①　ごみの減量化の理解拡大と実践に向けた取り組み 

限りある資源の有効利用とクリーンセンターへの負荷軽減のために、ごみ減量化の理解拡大に努

め、環境衛生班などと連携し、町民が主体となった３Ｒ（ごみの発生抑制、再使用、再資源化）の

実践活動を推進します。 

 

②　ごみの減量化に対する支援と町民主役の環境整備づくり 

町民と各種団体による自主的なごみ減量化及びリサイクル活動を支援し、地域資源の循環を図る

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　目標には達していないものの、子育て支援住宅の住戸稼働率は依然、堅調

である。 

住宅維持管理方法について、管理コストの削減と入居率向上のための入居

条件等の見直しや、今後の建て替え手法のひとつであるＰＰＰ／ＰＦＩ導入

について研究を行う。また、生命と財産を守るための耐震化の重要性につい

て、引き続き周知する。
 実績 取組方針
 ①子育て支援住宅は、退去者も多く出たが、

リフォームを進め募集した住戸は、高水準

の入居率を維持した。若年者向けの住戸に

ついては、入居者がいなかった。町営住宅

は、小鳥谷駅前南住宅の屋根外壁改修を行

った。

①子育て支援住宅については、７年度もリ

フォームを進め、新規入居につなげる。若年

者の利用促進に向け周知を進める。町営住

宅の長寿命化計画を改訂し、今後の計画を

推進する。

 ②耐震診断士派遣を２件行った。いずれも

耐震補強が必要な状況となったが、耐震改

修にはつながっていない。

②耐震診断士の派遣件数を増加させる。ま

た、耐震改修につながるよう周知をすすめ

る。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
56

生活系（家庭系）ごみ排

出量
t

目標 2,720 2,670 2,620 2,570
 実績 2,214 2,188
 評価 Ａ Ａ
 

57 資源ごみ回収量 t

目標 660 670 680 690
 実績 434 426
 評価 Ｃ Ｃ
 

58 汚水処理人口普及率 ％

目標 59.4 60.4 61.4 62.4
 実績 60.1 60.1
 評価 Ａ Ｂ
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ために、生ごみ堆肥化容器（コンポスト）、地域生ごみ処理槽（トラッシュ）、生ごみ処理機等への

設置補助、資源回収助成等の充実を図り、町民が意欲的に取り組めるような環境整備を推進します。 

 

③　汚水処理人口普及率の向上 

将来にわたり持続的なサービス提供を図るために、汚水処理施設の役割や必要性について、積極

的な広報活動を推進します。 

 

④　狂犬病予防接種の徹底とペットのマイクロチップ情報登録の推進 

登録犬の狂犬病予防接種を徹底し、ペットのマイクロチップ情報の登録推進などにより、ペット

の健康と町民の安全を守ります。 

 

⑤　火葬場の円滑な運営 

新築した火葬場について、施設・設備、及び周辺の環境を良好な状態を維持し、町民が安心して

利用できるように円滑な運営に努めます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 
 ６年度 総括

評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 環境衛生対策の充実については、おおむね順調に進んでいる。 

ごみ減量化については、ごみ分別の定着が進んでおり、ごみ排出量は目標

値に達した。資源ごみ回収量については、目標を達成することができなかっ

たため、引き続き周知に努めるとともに、資源ごみ集団回収への補助を継続

し再資源化を図っていく。 

汚水処理人口普及率の向上については、持続的なサービス提供ができるよ

う施設の維持更新を行うとともに、イベント時の広報活動やホームページで

の周知を進めているが、人口減少、高齢化等により目標値には至らなかった。 

狂犬病予防ワクチン接種については、春・秋の２回集団接種を継続し、接

種率の向上に努めた。マイクロチップ特例制度に参加し、住民の利便性の向

上を図った。 

火葬場については、案内看板の設置や環境整備を行い利用者の利便性向上

に努めた。
 実績 取組方針
 ①ごみの分別意識は広く定着しているが、

一部に未だ分別されないごみが出されてい

る。ごみ総量の減少に伴い資源ごみの減少

が見られた。また、資源ごみ集団回収 73件

に対し補助を行った。

①集団回収補助金を継続し地域による資源

回収を促す。適切な分別を促すことで、焼却

処理から資源回収に転じさせることが目的

であったが、人口減少に伴いごみの総量が

減少傾向にある。 

 ②生ごみ処理機２件、生ごみ処理容器 14件

の購入に対し補助を行った。

②生ごみ処理機の購入補助や、衛生班連合

会と協力した生ごみ処理容器の斡旋を継続

し、自家処理による可燃ごみ減量化を図る。
 ③汚水処理施設の役割や必要性、各種補助

制度について広報活動を行った。

③生活しやすい環境整備を図るため、下水

道への接続を促す広報活動を行い、普及啓

発に努める。
 ④狂犬病予防ワクチン接種については、

春・秋の２回集団接種の機会を設けて接種

率の向上に努め、接種率は 94％となった。

④狂犬病予防ワクチンの接種率向上のた

め、年２回の集団接種を継続する。 

７年 1 月よりマイクロチップ特例制度に

参加し、住民の利便性が向上したことから、
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第５節　広報広聴の充実 

有益な行政情報や災害時の緊急情報等を広く町民に、適時かつ確実に伝達するために、広報誌ととも

にホームページの充実と各種ＩＣＴ技術を効果的に組み合わせた手段の確立を進めます。そして、町や

集落の実情をよく知る町民から発せられる各種施策への提言等を直接に聞くことができる懇談会等も

重視し、適時に開催します。 

 

①　広報活動の推進 

⑴ 　町民に読まれ親しまれる広報誌とするために、子育て・教育・福祉ほか町の重要施策を特集

などにより解説、周知するほか、町の出来事や各団体によるイベント開催などの記事も加え、

わかりやすい誌面づくりに努めます。 

⑵ 　町ホームページ以外からも情報を取得できるよう、ＳＮＳ等の情報発信チャンネルの拡充を

図ります。 

⑶ 　町民視点の情報も広く発信できるよう、町民記者の導入など広報体制の強化を図ります。 

 

②　ＩＣＴ技術の活用 

⑴ 　オンラインでの申請や決済など、役場を訪れずに各種行政処理が行える仕組みの導入を進め

ます。 

⑵ 　町民の日々の情報収集に資するほか、町を訪れる観光客等による情報取得・発信を容易にす

るために、公衆無線ＬＡＮ環境を提供します。 

 

③　広聴活動の推進 

町の施策に関わる多様な意見を収集するために、町の重要課題を直接町民に説明し意見交換をす

ることができる地域懇談会を定期的に開催します。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 特例制度の参加を継続する。
 ⑤国道４号への案内看板の設置や収骨台の

新設を行い、利用者の利便性及び安全確保

に努めた。

⑤町民が安心して利用できるよう、継続し

て施設整備や環境整備に努める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
59

町ホームページへのアク

セス数
回

目標 1,103,868 1,159,061 1,217,014 1,277,865
 実績 786,990 751,917
 評価 Ｃ Ｃ
 

60 オンライン申請件数 件

目標 10 20 30 50
 実績 39 120
 評価 Ａ Ｂ
 

61
町ホームページ以外のＳ

ＮＳ等フォロワー数
人

目標 3,500 3,700 3,850 4,000
 実績 3,050 3,460
 評価 Ｂ Ｂ
 

62 地域懇談会参加者数 人

目標 140 160 180 200
 実績 56 127
 評価 Ｄ Ｂ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 昨年度より町ホームページへのアクセス数以外について数字は伸びてい

るものの、オンライン申請件数以外は目標値に至らなかった。町ホームペー
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第６節　消防・防災体制の充実 

災害から町民の生命と財産を守り、安心して日常生活を営むために、災害の未然防止と発生後の被害

を最小限に食い止めるための防災対策を進め、常備消防や消防団をはじめとした地域防災体制の確立を

進めます。 

また、少子高齢化や核家族化が進むなかで、地域防災力の強化が課題となっていることから、「共助」

に軸をおいた自主防災組織の取組を強化します。 

 

①　常備消防・救急体制の充実促進 

常備消防・救急体制の充実を図るために、常備消防と消防団の協力体制の強化に努めます。 

 

②　消防団の充実 

⑴ 　消防団員の資質向上と確保対策のために、訓練の充実や組織の再編成等による機能強化、団

員の処遇改善を図ります。 

⑵ 　消防団の組織力を高めるために、消防団ＯＢ等による機能別消防団員制度への加入促進を図

ります。 

 

③　消防施設・水利の計画的整備 

消防防災力を高めるために、消防施設や消防資機材を充実させるとともに、消防設備の計画的な

更新整備を行います。 

 

 ジへのアクセス数については、町民等が求めるコンテンツの充実を図るとと

もに頻度の向上やＳＮＳとの更なる連携等、改善に取り組む。 

オンライン申請は目標値に達しているものの利用内容は限定的なものと

なり、利用内容を拡大できるよう周知を行う。 

地区懇談会については、４地区での開催により参加者は増加した。町の主

要施策を伝える場及び町長と町民の直接的な意見交換の場として貴重な機

会であるため、参加者を増やせるように場所や開催時間について検討する。
 実績 取組方針
 ①ｗｅｂサイトへのアクセス数及びＳＮＳ

等フォロワー数は目標に達しなかったもの

の、昨年度より大きく増加した。

①ｗｅｂサイト及びＳＮＳが町民等の情報

収集ツールの主軸として確立するよう、配

信コンテンツの充実に努める。特にＬＩＮ

Ｅ利用者が増えているため、配信コンテン

ツを充実させる。
 ②採用試験でのオンライン申請の利用者が

増加した。また、転出入での利用が多い状況

となっている。

②各種証明書の発行や諸手続について庁外

での取扱いが出来るよう進める。

 ③各地区センターでの地域懇談会を実施

し、前年度より参加者が増加した。６年度

は、「防災」、「道の駅整備事業」「空き家対策

事業」について情報提供し、町長と意見交換

した。

③昨年度に引き続き、地域ごとに地域懇談

会を実施し、町の施策等への助言・意見をい

ただき、町政に反映させるよう努める。

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
63 自主防災組織組織率 ％

目標 50.0 51.0 52.0 53.5
 実績 48.8 50.3
 評価 Ｂ Ｂ



49 

④　防災体制の充実 

⑴ 　地球環境の変化に伴う災害の甚大化に対応するため、一戸町防災計画を随時見直すとともに、

情報伝達体制の充実や、避難所等の整備を図ります。 

⑵ 　住民が事前に危険区域を把握し、速やかな避難行動に繋げるために、土砂災害警戒区域や浸

水想定区域等を示すハザードマップを適宜更新します。 

 

⑤　防火・防災意識の高揚 

⑴ 　地域防災力向上のために、自主防災組織等に対する必要な支援を行います。 

⑵ 　町民に防災意識をより浸透させるために、各種防災情報を正しく理解し、適切な行動に繋げ

てもらうために、防災セミナー等の普及啓蒙活動を行います。 

⑶ 　啓発活動の充実、防火・防災訓練の充実、防火対象物や危険物施設への防火指導の徹底を図

ります。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 

第７節　安全安心な生活の実現 

安全で、安心を実感できる日常生活を送ることができるように、地域・各種団体・行政の連携協力の

もと、交通事故や犯罪が起こらない環境づくりをさらに進めるとともに、消費者でもある町民に対する

消費生活情報の提供や相談体制の充実を図ります。 

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 地域防災力維持強化について、一戸分署の消防ポンプ自動車の更新及び消

防団の消防ポンプ自動車１台更新の発注と、消火栓 11 基の耐震化更新を実

施した。 

災害情報の伝達については、情報の多重化を目的として、防災行政無線デ

ジタル化工事による拡声局を 62局から 71 局に増設するとともに、難聴世帯

等への戸別受信機の貸与を継続実施した。 

自主防災組織の組織率については、目標値に達しなかったものの、１町内

会の新規結成があり、目標値との差は前年度よりも縮まった。防災訓練等は

前年度より１団体多い既存５団体の防災訓練実施に対し支援を行った。
 実績 取組方針
 ①６年度は一戸分署の消防ポンプ自動車の

更新を行った。

①二戸地区広域行政事務組合消防本部施設

等整備計画に基づき、８年度の一戸分署広

報車更新の準備を進める。
 ②消防団員の出動手当及び訓練手当の引き

上げ並びに５年度の消防団組織再編に伴う

分団備品の整備を行った。

②消防団の訓練服及び防火服の更新を図

る。

 ③５年度の繰越事業となった防災行政無線

屋外拡声局更新工事が完了した。

③６年度の繰越事業であるポンプ自動車更

新を進めるとともに、７年度は小型ポンプ

積載車２台及び小型ポンプ１台を更新す

る。
 ④一戸町社会福祉協議会との共催で防災に

関するイベントの開催や、各種防災講座へ

参加し講義を実施した。

④町総合防災訓練の実施や防災啓蒙活動の

継続的実施を図る。

 ⑤各種会議に参加し自主防災の重要性を周

知した。また自主防災組織を新規に設立さ

せることができた。

⑤引き続き防災の講義に協力するととも

に、新たな自主防災組織設立を働きかける。
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※１　人身事故件数＋物損事故件数 

 

①　交通安全意識の高揚 

交通安全意識の高揚を図るために、保育所及びこども園、学校、地域社会などあらゆる機会をと

らえた交通安全教育の徹底に努めます。また、特にも高齢者が関わる交通事故を減らすために、高

齢者向けの交通安全意識を高める啓発活動を行います。 

 

②　交通安全施設の整備充実 

⑴ 　安全で快適な交通社会を実現するために、国・県道については、歩道の整備をはじめとする

安全な道路環境の整備を要請します。 

⑵ 　安全で快適な交通社会を実現するために、町道については「一戸町通学路交通安全プログラ

ム」により、児童・生徒の通学路を中心に、各種交通安全施設の整備を図ります。 

 

③　交通安全対策推進体制の充実 

交通安全対策推進体制の充実を図るために、関係団体の育成や支援を行うとともに、保育所及び

こども園、学校、地域、関係機関との一層の連携強化や、交通指導員の育成・確保に努めます。 

 

④　防犯意識の高揚 

町民の防犯意識の高揚を図るために、防犯協会や警察と連携して各種防犯活動を推進し、特にも、

近年多様化している特殊詐欺への注意喚起に努めていきます。 

 

⑤　防犯施設の整備充実 

明るいまちづくりの推進を図るために、防犯灯や街路灯の整備に努めます。 

 

⑥　消費者保護の充実 

消費生活相談体制の充実を図るために、消費者に対して適切な消費生活情報を提供します。また、

多重債務問題に対応するために、消費者救済資金貸付制度を活用し解決と救済に努めます。 

 

【評価及び今後の取組方針】 

 
No.

年度 
項目

 

５年度

 

６年度

 

７年度

 

８年度

 
64 交通事故件数※１ 件

目標 145 140 135 130
 実績 164 187
 評価 Ｃ Ｃ
 

65 刑法犯総数 件

目標 14 13 12 10
 実績 19 14
 評価 Ｃ Ｂ

 ６年度 総括
評価【Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ】

 　交通事故件数について、警察、交通指導隊、交通安全協会、交通安全母の

会などと連携した啓発活動により事故防止に努めたが、事故件数は、前年よ

りも 23件増加し、目標達成とならなかった。その他、国、県などの関係機関

と連携した通学路の安全確保のための取り組みや保育施設や学校での交通

安全教室を実施した。 

刑法犯総数については、防犯隊によるパトロールや、警察、防犯協会、保

護司等と連携した取り組みの成果により、前年より５件減少したものの、目

標値までは１件及ばなかった。 

街路灯整備及び消費者保護については、順調に進んでいる。
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 実績 取組方針
 ①町内の交通安全団体による啓発活動や交

通指導員による街頭活動の成果により、死

亡事故件数は昨年度に続き０件であった

が、事故件数の総数は目標値を達成できな

かった。

①目標値を達成するため、これまで以上に

警察と連携し、啓発活動の継続と高齢者を

対象とした広報や回覧、防災無線を活用し

た注意喚起に努める。

 ②一戸町通学路安全推進会議において協

議・検討を行った。６年度は７か所について

協議した。

②今後とも改善要望箇所の情報収集や現地

確認に努め、安全確保のための整備充実を

図る。
 ③保育施設や学校で11回の交通安全教室を

実施し、交通安全意識の高揚を図った。ま

た、１人が新たに交通指導員となった。

③引続き交通安全教室の実施及び交通指導

員の確保に務め、交通安全対策推進体制の

充実を図る。
 ④町防犯協会各支部の啓発活動や防犯隊に

よるパトロールや広報活動の成果により、

犯罪件数は前年度から５件減少し、目標値

まであと１件であった。

④目標値を達成するため、これまでの活動

を継続するとともに、警察や関係機関と連

携して重点的にその啓発活動に努めるとと

もに、特にも新たな手口による詐欺事件の

ターゲットとされる高齢者への注意喚起を

図る。
 ⑤街灯整備事業費補助金を活用し、２団体

で街路灯 32基のＬＥＤ化を実施した。

⑤今後も同補助金を活用した街路灯整備を

進める。なお、７年度は２団体で 17基の整

備を予定している。
 ⑥二戸市に運営委託する二戸消費生活セン

ターを通じ、消費者契約トラブル相談33件、

多重債務相談 19 件、法律相談等 26 件の計

78 件の相談に応じた。また、県等から配付

されるリーフレットの配架により町民に周

知した。

⑥引き続き二戸消費生活センターを拠点と

し、町民が引き続き健全な消費生活を送る

ことができるよう支援する。
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審議会でお寄せいただいた意見について 

 

この報告書の作成にあたって、令和７年８月 26 日に会議を開催し、委員各位から様々な御意見をい

ただいております。 
 
出席委員 
会長　　今　井　　潤 岩手大学研究支援・産学連携センター　教授 
　　　　田　頭　建　造　一戸町議会総務教育民生常任委員会　委員長 
　　　　　峠　　勇　男　一戸町議会産業建設常任委員会　委員長 

中　村　善　雄 一戸町商工会　会長 
吉　田　頌　太　一戸町観光協会 
小野寺　幸　葉 一戸町社会福祉協議会 
山　影　稔　男 岩手県立北桜高等学校　校長（代理　同校副校長　柴　田　　護　） 
五十嵐　　智　　一戸町小中学校校長会　会長（一戸中学校校長） 
仁昌寺　泰　夫　一戸町ＰＴＡ連合会　会長 
早　坂　伸　子 奥中山高原クラブ 
本　宮　久仁彦　本宮木材株式会社　代表取締役 
阿　部　　陽 一戸町金融団　幹事（東北銀行一戸支店・代理　同行次長　菅　沼　俊　介） 
 

欠席委員（意見書にて受領） 
副会長　桑　原　尚　子 岩手県立大学総合政策学部　准教授 

 

　主な審議内容は下記のとおりです。 
 
第１章　「将来を担う人材を育むまちづくり」 
・　授業が「分かる」と答えた児童生徒の割合の向上について 
➢　 　一人ひとりに応じた教職員の対応や町教育委員会で実施する研修等を通して支援した結果と思わ

れる。 
・　コロナ前後のいじめ、不登校等の増減について 
➢　 　いじめ、不登校等ともコロナ前後で同様の推移。また、それぞれの児童生徒に応じて対応し、ア

ンケート等での状況も随時把握している。 
・　町主催事業への中高生のボランティア参加について、奥中山地区の運動会では多くの中学生ボラン

ティアが参加していた。数値目標には表れないが、地域の様々な行事では参加が活発になっていると

思われる。 
・　学力や図書館利用など多くの分野で成果が見られる点は高く評価できる。小学校児童の自己肯定感

については依然として課題が残るが、例えばキャリア教育や地域の大人との交流機会を充実させるこ

とで改善が期待できる。中高生ボランティアの参加減少については、高校と町の事業をつなぐ仕組み

を設けることで参加促進につながると考えられる。 
 
第２章　「人が集まり地域が活力にあふれるまちづくり」 
・　ワーキングホリデーの方針について 
➢　 　滞在して仕事をすることで、町の産業を知ってもらうことや地域の人との交流につながり、次の

関係につなげていきたい。また、季節によって異なる町の状況を体験してもらうことで一過性に終

わらない取組となった。 
・　移住者数が目標を大幅に上回ったことは大変評価できる。一方、関係人口登録制度は未整備であり、

制度化と都市部での広報活動が望まれる。特に、横浜市との連携イベントのような場を継続・拡充す

ることで、関係人口の基盤づくりにつながると考えられる。また、地域の担い手確保の観点から、女

性を含めた多様な住民の参加状況を数値で把握することが、進捗の見える化や改善の契機となり、よ
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り地域活力の向上に資する。 
 
第３章　「産業の振興と仕事の創出を図るまちづくり」 
・　観光客数について 
➢　 　コロナ後、人の往来が戻りつつあるが、観光客数としては伸びてこなかった。一方で、奥中山高

原スキー場に関しては、コロナ前より増加している。より効果的なイベント等を企画し、観光客の

増加に繋げる。 
・　御所野遺跡とその他縄文遺跡群との周遊効果について 
➢　 　縄文遺跡群での周遊効果は大幅には伸びていないが、県内の世界遺産との連携やスタンプラリー

等での企画を実施し、集客に努めている。 
・　御所野遺跡から町内への観光客の誘導について 
➢　 　まちなか交流館やその他施設を活用し、町内に観光客をさらに呼び込む施策を展開する。 

・　町内事業における人材確保に向けた支援について 
➢　町内でも慢性的に従業員の確保には苦慮している状況は把握している。７年度から奨学金の代理

返還制度等の町独自の事業を創設したところであり、引き続き、各事業者の現状を伺いつつ、必要

な支援を講じる。 
・　農業・畜産分野での安定した成果は心強い。一方で、観光客数や御所野縄文公園来訪者数は依然と

して目標に届かず、改善の余地が大きい。例えば、近隣市町と連携した広域観光ルートづくりや、Ｓ

ＮＳ等を活用したデジタル広報を強化することが有効と考えられる。経営相談件数の低調については、

窓口相談に加えてオンライン相談や出張相談の工夫も検討に値する。 
 
第４章　「歴史や文化を活かすまちづくり」 
・　遺跡ボランティアが減った要因について 
➢　今まで携わってきた団体が世界遺産登録を機に活動を終了したことによるもの。新たな団体を立

ち上げたが、思うようにボランティアの登録が進まなかった。今後は重点的に支援を実施する。 
・　御所野遺跡の町民への周知について 
➢　 　町内会や老人クラブ等をターゲットとし、博物館と公園が隣接する環境を生かした PR を図る。 

・　御所野遺跡の活用について 
➢　 　保存活用計画に則り、保存・活用の両面でバランスの取れた施策を展開する。 

・　郷土芸能祭など地域文化の継承は活発である一方、遺跡ボランティア登録者数は減少傾向にある。

今後は、学校教育や地域団体と連携した次世代向けの育成プログラムを導入することが望ましい。保

存修理工事については、工事現場を公開見学会や学習イベントに活用することで、住民理解と関心の

向上に寄与できると考えられる。 
 
第５章　「元気で健やかに暮らせるまちづくり」 
・　地域サロン設置数や老人クラブ団体数など数値目標の減少傾向に伴い、各節の評価も低い傾向にあ

るが、数値目標に表れない活動等も含め総合的に評価いただきたい。また、県立一戸病院等で実施し

ている取組についても、評価に加えていただきたい。 
・　健診や保健指導は高水準で維持されているが、高齢者クラブ数や障がい者の地域移行は課題が残る。

老人クラブについては、地域サロンや健康教室と連携し活動の幅を広げることが一案である。障がい

者の地域移行については、グループホームの整備、障がい者の特性を考慮したワークルールの策定や

企業との就労マッチングを強化することで改善が期待できる。 
 

第６章　「生活しやすい環境が充実するまちづくり」 
・　脱炭素社会に向けた具体的な取組状況について 
➢　 　令和６年度に公共施設の LED 化や太陽光導入調査を実施した。今後は町民や事業者を巻き込み、

町全体での理解・普及を進めていく。 
・　防災行政無線の放送内容の公開について 
➢　 　町で貸与している個別受信機や町公式ＬＩＮＥにより、放送内容を確認できる仕組み。周知につ



54 

いては、町広報誌を活用し行っている。 
・　刑法犯総数を減少させるための、町内の保護司も再犯防止等の活動を行っている。評価の記載につ

いてもご配慮いただきたい。 
➢　 　保護司会、更生保護女性の会の皆様の活動については把握しており、感謝している。報告書に追

記する形で記載させていただく。 
・　町ＨＰとＳＮＳの相関性について 
➢　 　ＬＩＮＥ等のＳＮＳの活用が進むことで、町ＨＰへのアクセスが減少している一因と捉えている。

相乗効果を図れるよう、町ＨＰへのアクセス減少については原因について更なる分析を進め、対応

を検討する。 
 
全体 
・　評価としてはおおむね順調だが、人口減少等による町内の人材不足や、観光客数の停滞など積み残

されている課題が複数見受けられるため、その点に関しては深掘りして追記した方がよい。 
・　全体として、教育・保健・移住分野で顕著な成果が見られたことは高く評価できる。一方、観光・

文化財活用、障がい者支援、環境施策、交通安全には改善の余地が残されている。今後はこうした分

野において「広域連携」「デジタル発信」「担い手育成」「公共施設改修」など具体的な工夫を積み重ね、

町の強みである地域資源と住民協力を活かしつつ持続可能な発展を図ることが期待される。 


